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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセスポイントが実行する通信方法であって、
　第１の持続時間にわたる第１の送信機会（ＴＸＯＰ）のために通信媒体へのアクセスを
求めて競合すること、ここにおいて、前記通信媒体は、免許不要周波数帯域の少なくとも
一部に対応する、と、
　前記第１のＴＸＯＰの１つまたは複数のダウンリンクサブフレームの間にアクセス端末
に、第２の持続時間にわたる第２のＴＸＯＰのためにアップリンクリソースを前記アクセ
ス端末に許可するスケジューリング許可を送信すること、ここにおいて、前記スケジュー
リング許可は、前記通信媒体が占有されている、前記第１のＴＸＯＰと前記第２のＴＸＯ
Ｐとの間の介在時間期間のためにスケジュールされた任意のアップリンクサブフレームを
無視し、前記許可されたアップリンクリソースを前記第２のＴＸＯＰの間のアップリンク
サブフレームに持ち越すように、前記アクセス端末を構成する、と、
　前記第２のＴＸＯＰのために前記通信媒体へのアクセスを求めて競合することと、
　前記第２のＴＸＯＰの間に、前記許可されたアップリンクリソースで前記アクセス端末
からアップリンクシグナリングを受信することと
を備える、通信方法。
【請求項２】
　前記第１のＴＸＯＰ、前記第２のＴＸＯＰ、または両方のために前記通信媒体を予約す
るチャネル予約メッセージを送信することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記送信することは、共通制御チャネルで前記スケジューリング許可をブロードキャス
トすることを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のＴＸＯＰの間に、前記アクセス端末に前記スケジューリング許可を再送信す
ることをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記スケジューリング許可は、前記第１のＴＸＯＰの第１のダウンリンクサブフレーム
において送信され、前記第１のＴＸＯＰの第２のダウンリンクサブフレームにおいて再送
信される、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記スケジューリング許可はさらに、前記第１のＴＸＯＰのためにアップリンクリソー
スを前記アクセス端末に許可する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合された少なくとも１つのメモリと、前記少なく
とも１つのプロセッサおよび前記少なくとも１つのメモリが、第１の持続時間にわたる第
１の送信機会（ＴＸＯＰ）のために通信媒体へのアクセスを求めて競合するように構成さ
れ、ここにおいて、前記通信媒体は、免許不要周波数帯域の少なくとも一部に対応し、
　前記第１のＴＸＯＰの間にアクセス端末に、第２の持続時間にわたる第２のＴＸＯＰの
ためにアップリンクリソースを前記アクセス端末に許可するスケジューリング許可を送信
するように構成された少なくとも１つのトランシーバ、ここにおいて、前記スケジューリ
ング許可は、前記通信媒体が占有されている、前記第１のＴＸＯＰと前記第２のＴＸＯＰ
との間の介在時間期間のためにスケジュールされた任意のアップリンクサブフレームを無
視し、前記許可されたアップリンクリソースを前記第２のＴＸＯＰの間のアップリンクサ
ブフレームに持ち越すように、前記アクセス端末を構成する、と
を備える、通信装置であって、
　前記少なくとも１つのプロセッサおよび前記少なくとも１つのメモリは、前記第２のＴ
ＸＯＰのために前記通信媒体へのアクセスを求めて競合するようにさらに構成され、
　前記少なくとも１つのトランシーバは、前記第２のＴＸＯＰの間に、前記許可されたア
ップリンクリソースで前記アクセス端末からアップリンクシグナリングを受信するように
さらに構成される、通信装置。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのトランシーバは、前記第１のＴＸＯＰ、前記第２のＴＸＯＰ、ま
たは両方のために前記通信媒体を予約するチャネル予約メッセージを送信するようにさら
に構成される、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのトランシーバは、共通制御チャネルで前記スケジューリング許可
をブロードキャストするようにさらに構成される、請求項７に記載の装置。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのトランシーバは、前記第１のＴＸＯＰの間に、前記アクセス端末
に前記スケジューリング許可を再送信するようにさらに構成される、請求項７に記載の装
置。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのトランシーバは、前記第１のＴＸＯＰの第１のダウンリンクサブ
フレームにおいて前記スケジューリング許可を送信し、前記第１のＴＸＯＰの第２のダウ
ンリンクサブフレームにおいて前記スケジューリング許可を再送信するようにさらに構成
される、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記スケジューリング許可はさらに、前記第１のＴＸＯＰのためにアップリンクリソー
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スを前記アクセス端末に許可する、請求項７に記載の装置。
【請求項１３】
　アクセス端末が実行する通信方法であって、
　第１の持続時間にわたる第１の送信機会（ＴＸＯＰ）の１つまたは複数のダウンリンク
サブフレームの間に、前記アクセス端末による送信のために通信媒体のアップリンクリソ
ースを許可するスケジューリング許可をアクセスポイントから受信すること、ここにおい
て、前記通信媒体は、免許不要周波数帯域の少なくとも一部に対応する、と、
　第２の持続時間にわたる第２のＴＸＯＰにおける前記スケジューリング許可に対応する
アップリンクリソースを識別すること、ここにおいて、前記スケジューリング許可は、前
記通信媒体が占有されている、前記第１のＴＸＯＰと前記第２のＴＸＯＰとの間の介在時
間期間のためにスケジュールされた任意のアップリンクサブフレームを無視し、前記許可
されたアップリンクリソースを前記第２のＴＸＯＰの間のアップリンクサブフレームに持
ち越すように、前記アクセス端末を構成する、と、
　前記第２のＴＸＯＰの間に、前記識別されたアップリンクリソースで前記アクセスポイ
ントにアップリンクシグナリングを送信することと
を備える、通信方法。
【請求項１４】
　第１の持続時間にわたる第１の送信機会（ＴＸＯＰ）の１つまたは複数のダウンリンク
サブフレームの間に、アクセス端末による送信のために通信媒体のアップリンクリソース
を許可するスケジューリング許可をアクセスポイントから受信するように構成された少な
くとも１つのトランシーバ、ここにおいて、前記通信媒体は、免許不要周波数帯域の少な
くとも一部に対応する、と、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合された少なくとも１つのメモリと、
を備える、通信装置であって、前記少なくとも１つのプロセッサおよび前記少なくとも１
つのメモリが、第２の持続時間にわたる第２のＴＸＯＰにおける前記スケジューリング許
可に対応するアップリンクリソースを識別するように構成され、前記スケジューリング許
可は、前記通信媒体が占有されている、前記第１のＴＸＯＰと前記第２のＴＸＯＰとの間
の介在時間期間のためにスケジュールされた任意のアップリンクサブフレームを無視し、
前記許可されたアップリンクリソースを前記第２のＴＸＯＰの間のアップリンクサブフレ
ームに持ち越すように、前記アクセス端末を構成され、
　前記少なくとも１つのトランシーバは、前記第２のＴＸＯＰの間に、前記識別されたア
ップリンクリソースで前記アクセスポイントにアップリンクシグナリングを送信するよう
にさらに構成される、通信装置。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのトランシーバは、共通制御チャネルで前記スケジューリング許可
を受信するようにさらに構成される、請求項１４に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　[0001]本出願は、本出願の譲受人に譲渡され、その全体が参照により本明細書に明確に
組み込まれる、２０１５年８月１２日に出願された「Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ－Ｂａｓｅｄ
　Ｃｏ－Ｅｘｉｓｔｅｎｃｅ　ｏｎ　ａ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　
Ｍｅｄｉｕｍ」と題する米国仮出願第６２／２０４，３０３号の利益を主張する。
【０００２】
　[0002]本出願はまた、本出願の譲受人に譲渡され、その全体が参照により本明細書に明
確に組み込まれる、本明細書と同時に出願された代理人整理番号第１５４７２８Ｕ２号を
有する同時係属米国特許出願「Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ－Ｂａｓｅｄ　Ｃｏ－Ｅｘｉｓｔｅ
ｎｃｅ　ｏｎ　ａ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｍｅｄｉｕｍ」に関す
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る。
【０００３】
　[0003]本開示の態様は、一般に、電気通信に関し、より詳細には、共有通信媒体上での
動作などに関する。
【背景技術】
【０００４】
　[0004]ワイヤレス通信システムは、音声、データ、マルチメディアなど、様々なタイプ
の通信コンテンツを提供するために広く展開されている。一般のワイヤレス通信システム
は、利用可能なシステムリソース（たとえば、帯域幅、送信電力など）を共有することに
よって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続システムである。その
ような多元接続システムの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接
続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、直交周波数分割多
元接続（ＯＦＤＭＡ）システムなどを含む。これらのシステムは、第３世代パートナーシ
ッププロジェクト（３ＧＰＰ（登録商標））によって提供されたロングタームエボリュー
ション（ＬＴＥ（登録商標））、第３世代パートナーシッププロジェクト２（３ＧＰＰ２
）によって提供されたウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）およびエボリューショ
ンデータオプティマイズド（ＥＶ－ＤＯ）、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）によって提供
された８０２．１１などの仕様に準拠して展開されることが多い。
【０００５】
　[0005]セルラーネットワークでは、「マクロセル」アクセスポイントは、ある地理的エ
リアで多数のユーザに接続およびカバレージを提供する。マクロネットワーク展開は、地
理的領域で良好なカバレージを提供するために慎重に計画され、設計され、実装される。
住居およびオフィスビルの場合などの屋内または他の特定の地理的カバレージを改善する
ために、追加の「スモールセル」、一般には低電力のアクセスポイントが、従来のマクロ
ネットワークを補完するように最近展開され始めている。スモールセルアクセスポイント
はまた、能力の漸進的増大、より豊かなユーザエクスペリエンスなどを提供し得る。
【０００６】
　[0006]たとえば、スモールセルＬＴＥ動作は、ワイヤレスローカルエリアネットワーク
（ＷＬＡＮ）技術によって使用されるＵｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ（Ｕ－ＮＩＩ）帯域などの免許不要（
unlicensed）周波数スペクトルへと拡張されている。スモールセルＬＴＥ動作のこの拡張
は、スペクトル効率、ひいてはＬＴＥシステムの能力を高めるために設計されている。し
かしながら、それはまた、一般に「Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）」と呼ばれるＩＥＥＥ　８０
２．１１ｘ　ＷＬＡＮ技術を筆頭に、同じ免許不要帯域を一般に利用する他の無線アクセ
ス技術（ＲＡＴ）の動作を侵害することがある。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]以下の概要は、本開示の様々な態様の説明において助けとなるためにのみ与えら
れ、態様の限定ではなく、態様の例示のためにのみ与えられる大要である。
【０００８】
　[0008]一例では、通信方法が開示される。本方法は、たとえば、第１の持続時間にわた
る第１の送信機会（ＴＸＯＰ）のために通信媒体へのアクセスを求めて競合することと、
第１のＴＸＯＰの間にアクセス端末に、第２の持続時間にわたる第２のＴＸＯＰのために
アップリンクリソースをアクセス端末に許可するスケジューリング許可を送信することと
、第２のＴＸＯＰのために通信媒体へのアクセスを求めて競合することと、第２のＴＸＯ
Ｐの間に、許可されたアップリンクリソースでアクセス端末からアップリンクシグナリン
グを受信することとを含み得る。
【０００９】
　[0009]別の例では、通信装置が開示される。本装置は、たとえば、少なくとも１つのプ
ロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに結合された少なくとも１つのメモリと、少な
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くとも１つのトランシーバとを含み得る。少なくとも１つのプロセッサおよび少なくとも
１つのメモリは、第１の持続時間にわたる第１のＴＸＯＰのために通信媒体へのアクセス
を求めて競合するように構成され得る。少なくとも１つのトランシーバは、第１のＴＸＯ
Ｐの間にアクセス端末に、第２の持続時間にわたる第２のＴＸＯＰのためにアップリンク
リソースをアクセス端末に許可するスケジューリング許可を送信するように構成され得る
。少なくとも１つのプロセッサおよび少なくとも１つのメモリは、第２のＴＸＯＰのため
に通信媒体へのアクセスを求めて競合するようにさらに構成され得る。少なくとも１つの
トランシーバは、第２のＴＸＯＰの間に、許可されたアップリンクリソースでアクセス端
末からアップリンクシグナリングを受信するようにさらに構成され得る。
【００１０】
　[0010]別の例では、別の通信装置が開示される。本装置は、たとえば、第１の持続時間
にわたる第１のＴＸＯＰのために通信媒体へのアクセスを求めて競合するための手段と、
第１のＴＸＯＰの間にアクセス端末に、第２の持続時間にわたる第２のＴＸＯＰのために
アップリンクリソースをアクセス端末に許可するスケジューリング許可を送信するための
手段と、第２のＴＸＯＰのために通信媒体へのアクセスを求めて競合するための手段と、
第２のＴＸＯＰの間に、許可されたアップリンクリソースでアクセス端末からアップリン
クシグナリングを受信するための手段とを含み得る。
【００１１】
　[0011]別の例では、一時的または非一時的コンピュータ可読媒体が開示される。本コン
ピュータ可読媒体は、たとえば、第１の持続時間にわたる第１のＴＸＯＰのために通信媒
体へのアクセスを求めて競合するためのコードと、第１のＴＸＯＰの間にアクセス端末に
、第２の持続時間にわたる第２のＴＸＯＰのためにアップリンクリソースをアクセス端末
に許可するスケジューリング許可を送信するためのコードと、第２のＴＸＯＰのために通
信媒体へのアクセスを求めて競合するためのコードと、第２のＴＸＯＰの間に、許可され
たアップリンクリソースでアクセス端末からアップリンクシグナリングを受信するための
コードとを含み得る。
【００１２】
　[0012]別の例では、別の通信方法が開示される。本方法は、たとえば、第１の持続時間
にわたる第１のＴＸＯＰの間に、アクセス端末による送信のためにアップリンクリソース
を許可するスケジューリング許可をアクセスポイントから受信することと、第２の持続時
間にわたる第２のＴＸＯＰにおけるスケジューリング許可に対応するアップリンクリソー
スを識別することと、第２のＴＸＯＰの間に、識別されたアップリンクリソースでアクセ
スポイントにアップリンクシグナリングを送信することとを含み得る。
【００１３】
　[0013]別の例では、別の通信装置が開示される。本装置は、たとえば、少なくとも１つ
のプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに結合された少なくとも１つのメモリと、
少なくとも１つのトランシーバとを含み得る。少なくとも１つのトランシーバは、第１の
持続時間にわたる第１のＴＸＯＰの間に、アクセス端末による送信のためにアップリンク
リソースを許可するスケジューリング許可をアクセスポイントから受信するように構成さ
れ得る。少なくとも１つのプロセッサおよび少なくとも１つのメモリは、第２の持続時間
にわたる第２のＴＸＯＰにおけるスケジューリング許可に対応するアップリンクリソース
を識別するように構成され得る。少なくとも１つのトランシーバは、第２のＴＸＯＰの間
に、識別されたアップリンクリソースでアクセスポイントにアップリンクシグナリングを
送信するようにさらに構成され得る。
【００１４】
　[0014]別の例では、別の通信装置が開示される。本装置は、たとえば、第１の持続時間
にわたる第１のＴＸＯＰの間に、アクセス端末による送信のためにアップリンクリソース
を許可するスケジューリング許可をアクセスポイントから受信するための手段と、第２の
持続時間にわたる第２のＴＸＯＰにおけるスケジューリング許可に対応するアップリンク
リソースを識別するための手段と、第２のＴＸＯＰの間に、識別されたアップリンクリソ
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ースでアクセスポイントにアップリンクシグナリングを送信するための手段とを含み得る
。
【００１５】
　[0015]別の例では、別の一時的または非一時的コンピュータ可読媒体が開示される。本
コンピュータ可読媒体は、たとえば、第１の持続時間にわたる第１のＴＸＯＰの間に、ア
クセス端末による送信のためにアップリンクリソースを許可するスケジューリング許可を
アクセスポイントから受信するためのコードと、第２の持続時間にわたる第２のＴＸＯＰ
におけるスケジューリング許可に対応するアップリンクリソースを識別するためのコード
と、第２のＴＸＯＰの間に、識別されたアップリンクリソースでアクセスポイントにアッ
プリンクシグナリングを送信するためのコードとを含み得る。
【００１６】
　[0016]別の例では、別の通信方法が開示される。本方法は、たとえば、一連のフレーム
およびサブフレームを定義する時分割複信（ＴＤＤ）フレーム構造に従って通信媒体で情
報を受信することと、通信媒体で確認応答チャネルを搬送するためのサブフレームリソー
スのセットを決定することと、ここにおいて、サブフレームリソースの決定されたセット
がサブフレームのしきい値割合（a threshold fraction）以下を占有し、サブフレームリ
ソースの決定されたセットを介して確認応答チャネルで、受信された情報に関連する１つ
または複数の確認応答メッセージを送信することとを含み得る。
【００１７】
　[0017]別の例では、別の通信装置が開示される。本装置は、たとえば、少なくとも１つ
のプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに結合された少なくとも１つのメモリと、
少なくとも１つのトランシーバとを含み得る。少なくとも１つのトランシーバは、一連の
フレームおよびサブフレームを定義するＴＤＤフレーム構造に従って通信媒体で情報を受
信するように構成され得る。少なくとも１つのプロセッサおよび少なくとも１つのメモリ
は、通信媒体で確認応答チャネルを搬送するためのサブフレームリソースのセットを決定
するように構成され得、ここにおいて、サブフレームリソースの決定されたセットがサブ
フレームのしきい値割合以下を占有する。少なくとも１つのトランシーバは、サブフレー
ムリソースの決定されたセットを介して確認応答チャネルで、受信された情報に関連する
１つまたは複数の確認応答メッセージを送信するようにさらに構成され得る。
【００１８】
　[0018]別の例では、別の通信装置が開示される。本装置は、たとえば、一連のフレーム
およびサブフレームを定義するＴＤＤフレーム構造に従って通信媒体で情報を受信するた
めの手段と、通信媒体で確認応答チャネルを搬送するためのサブフレームリソースのセッ
トを決定するための手段と、ここにおいて、サブフレームリソースの決定されたセットが
サブフレームのしきい値割合以下を占有し、サブフレームリソースの決定されたセットを
介して確認応答チャネルで、受信された情報に関連する１つまたは複数の確認応答メッセ
ージを送信するための手段とを含み得る。
【００１９】
　[0019]別の例では、別の一時的または非一時的コンピュータ可読媒体が開示される。本
コンピュータ可読媒体は、たとえば、一連のフレームおよびサブフレームを定義するＴＤ
Ｄフレーム構造に従って通信媒体で情報を受信するためのコードと、通信媒体で確認応答
チャネルを搬送するためのサブフレームリソースのセットを決定するためのコードと、こ
こにおいて、サブフレームリソースの決定されたセットがサブフレームのしきい値割合以
下を占有し、サブフレームリソースの決定されたセットを介して確認応答チャネルで、受
信された情報に関連する１つまたは複数の確認応答メッセージを送信するためのコードと
を含み得る。
【００２０】
　[0020]別の例では、別の通信方法が開示される。本方法は、たとえば、ＴＤＤフレーム
構造に従って通信媒体で発見基準シグナリングの送信のための１つまたは複数のサブフレ
ームを指定することと、指定されたサブフレームの各々の間に発見基準シグナリングを送
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信することとを含み得、ここにおいて、発見基準シグナリングが１次同期信号（ＰＳＳ）
と、２次同期信号（ＳＳＳ）と、セル固有基準信号（ＣＲＳ）と、チャネル状態情報基準
信号（ＣＳＩ－ＲＳ）と、マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）信号と、システム情報ブロック
（ＳＩＢ）信号とを備える。
【００２１】
　[0021]別の例では、別の通信装置が開示される。本装置は、たとえば、少なくとも１つ
のプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに結合された少なくとも１つのメモリと、
少なくとも１つのトランシーバとを含み得る。少なくとも１つのプロセッサおよび少なく
とも１つのメモリは、ＴＤＤフレーム構造に従って通信媒体で発見基準シグナリングの送
信のための１つまたは複数のサブフレームを指定するように構成され得る。少なくとも１
つのトランシーバは、指定されたサブフレームの各々の間に発見基準シグナリングを送信
するように構成され得、ここにおいて、発見基準シグナリングがＰＳＳと、ＳＳＳと、Ｃ
ＲＳと、ＣＳＩ－ＲＳと、ＭＩＢ信号と、ＳＩＢ信号とを備える。
【００２２】
　[0022]別の例では、別の通信装置が開示される。本装置は、たとえば、ＴＤＤフレーム
構造に従って通信媒体で発見基準シグナリングの送信のための１つまたは複数のサブフレ
ームを指定するための手段と、指定されたサブフレームの各々の間に発見基準シグナリン
グを送信するための手段とを含み得、ここにおいて、発見基準シグナリングがＰＳＳと、
ＳＳＳと、ＣＲＳと、ＣＳＩ－ＲＳと、ＭＩＢ信号と、ＳＩＢ信号とを備える。
【００２３】
　[0023]別の例では、別の一時的または非一時的コンピュータ可読媒体が開示される。本
コンピュータ可読媒体は、たとえば、ＴＤＤフレーム構造に従って通信媒体で発見基準シ
グナリングの送信のための１つまたは複数のサブフレームを指定するためのコードと、指
定されたサブフレームの各々の間に発見基準シグナリングを送信するためのコードとを含
み得、ここにおいて、発見基準シグナリングがＰＳＳと、ＳＳＳと、ＣＲＳと、ＣＳＩ－
ＲＳと、ＭＩＢ信号と、ＳＩＢ信号とを備える。
【００２４】
　[0024]添付の図面は、本開示の様々な態様の説明において助けとなるように提示され、
態様の限定ではなく、態様の例示のためにのみ与えられるものである。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】[0025]例示的なワイヤレスネットワーク環境を示すシステムレベル図。
【図２】[0026]例示的な仮想時分割複信（ＴＤＤ）フレーム構造を示す図。
【図３】[0027]例示的な強化型発見基準シグナリング（ｅＤＲＳ：Enhanced Discovery R
eference Signaling）構成を示すリソースブロック図。
【図４】[0028]ダウンリンク媒体アクセスの一例を示す図。
【図５】[0029]ＲＡＴ間協調のための例示的なチャネル予約メッセージを示す図。
【図６】[0030]ダウンリンク媒体アクセスの別の例を示す図。
【図７】[0031]さらなるＲＡＴ間協調のための例示的なチャネル予約メッセージを示す図
。
【図８】[0032]アップリンク媒体アクセスの一例を示す図。
【図９】[0033]アップリンク波形の一例を示す図。
【図１０】[0034]例示的な持越し（carry-over）アップリンク許可方式を示す図。
【図１１】[0035]確認応答チャネルフォーマットを示すリソースマップ。
【図１２】[0036]ダウンリンクトラフィックに確認応答するための漸進的アップリンク確
認応答方式を示す図。
【図１３】[0037]再送信手順を示すフローチャート。
【図１４】[0038]アップリンクトラフィックに確認応答するための例示的なダウンリンク
確認応答方式を示すフロー図。
【図１５】[0039]例示的な不連続送信（ＤＴＸ）通信方式のいくつかの態様を示す図。
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【図１６】[0040]システム収集（acquisition）手順を示すシグナリングフロー図。
【図１７】[0041]例示的なランダムアクセス手順を示すシグナリングフロー図。
【図１８】[0042]例示的なランダムアクセス手順を示すタイミング図。
【図１９】[0043]例示的なページング構造を示すタイミング図。
【図２０】[0044]ハンドオーバ手順の例示的な態様を示すシグナリングフロー図。
【図２１】[0045]事業者間フレームずらし（inter-operator frame staggering）の一例
を示す図。
【図２２】[0046]本明細書で説明される技法による通信の例示的な方法を示すフロー図。
【図２３】[0047]本明細書で説明される技法による通信の別の例示的な方法を示すフロー
図。
【図２４】[0048]本明細書で説明される技法による通信の別の例示的な方法を示すフロー
図。
【図２５】[0049]本明細書で説明される技法による通信の別の例示的な方法を示すフロー
図。
【図２６】[0050]アクセスポイントおよびアクセス端末の例示的なコンポーネントをより
詳細に示すデバイスレベル図。
【図２７】[0051]一連の相互に関係する機能モジュールとして表された例示的な装置を示
す図。
【図２８】[0052]一連の相互に関係する機能モジュールとして表された別の例示的な装置
を示す図。
【図２９】[0053]一連の相互に関係する機能モジュールとして表された別の例示的な装置
を示す図。
【図３０】[0054]一連の相互に関係する機能モジュールとして表された別の例示的な装置
を示す図。
【詳細な説明】
【００２６】
　[0055]本開示は、一般に、共有通信媒体上で動作する無線アクセス技術（ＲＡＴ）間の
共存技法に関する。共有通信媒体上で実装される（implemented）フレーム構造のための
基準シグナリング、ダウンリンク媒体アクセス、アップリンク媒体アクセス、リソース再
使用、チャネル構造、確認応答方式、公平性（fairness）、収集、ランダムアクセス、ペ
ージング、モビリティ、事業者間軽減などの態様を容易にするための様々な技法が以下で
詳細に説明される。
【００２７】
　[0056]一例として、アクセス端末には事実上トランスペアレントな（transparent）ア
クセス不可能の介在期間を作るために、送信機会（ＴＸＯＰ）にわたってスケジューリン
グ許可（scheduling grants）がまとめられ（be stitched together）得る。ロバストネ
ス（robustness）のために、各ダウンリンクサブフレームの間などの各ＴＸＯＰの間にス
ケジューリング許可が１回または数回再送信され得る。別の例として、通信媒体で確認応
答チャネルを搬送するためのサブフレームリソースが、比較的短い持続時間（たとえば、
１つまたは２つのシンボル期間）にわたるように構成され得る。これは、確認応答シグナ
リングが、所与のフレームの短いが競合なしの割合（a short but contention-free frac
tion）に凝縮されること、またはさもなければ、確認応答シグナリングに必要とされる競
合の量を減らすことを可能にし得る。短い持続時間を補償するために、確認応答チャネル
は追加の周波数リソースに拡散され得る。またさらなる例として、様々な基準シグナリン
グおよび制御シグナリングが、１つまたは複数の指定されたサブフレーム上で送られる発
見基準シグナリングに統合され得る。発見基準シグナリングは周期的に、また必要に応じ
て、発見基準シグナリングの少なくともいくつかの場合に通信媒体へのより迅速なアクセ
スを提供するために、より積極的な（aggressive）競合パラメータに従って送られ得る。
【００２８】
　[0057]本開示のより具体的な態様が、例示の目的で提供される様々な例を対象とする以
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下の説明および関連する図面において提供される。本開示の範囲から逸脱することなく、
代替態様が考案され得る。さらに、より関係のある詳細をあいまいにしないために、本開
示の周知の態様は詳細に説明されないことがある、または省略されることがある。
【００２９】
　[0058]以下で説明される情報および信号は、多種多様な技術および技法のいずれかを使
用して表され得ることを当業者は諒解されよう。たとえば、以下の説明全体を通じて言及
され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、部
分的に特定の適用例、部分的に所望の設計、部分的に対応する技術などに応じて、電圧、
電流、電磁波、磁場もしくは磁性粒子、光場もしくは光学粒子、またはそれらの任意の組
合せによって表され得る。
【００３０】
　[0059]さらに、多くの態様が、たとえば、コンピューティングデバイスの要素によって
実行されるアクションのシーケンスに関して説明される。本明細書で説明される様々なア
クションは、特定の回路（たとえば、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ））によって、１
つもしくは複数のプロセッサによって実行されるプログラム命令によって、または両方の
組合せによって実行され得ることが認識されよう。さらに、本明細書で説明される態様の
各々について、任意のそのような態様の対応する形式が、たとえば、説明されるアクショ
ンを実行する「ように構成された論理」として実装されることがある。
【００３１】
　[0060]図１は、例として、「１次」無線アクセス技術（ＲＡＴ）システム１００と「競
合」ＲＡＴシステム１５０とを含むものとして示されている、例示的なワイヤレスネット
ワーク環境を示すシステムレベル図である。各システムは、様々なタイプの通信（たとえ
ば、音声、データ、マルチメディアサービス、関連する制御シグナリングなど）に関係す
る情報を含め、ワイヤレスリンクで受信および／または送信することが一般に可能な異な
るワイヤレスノードから構成され得る。１次ＲＡＴシステム１００は、ワイヤレスリンク
１３０で互いに通信しているアクセスポイント１１０とアクセス端末１２０とを含むもの
として示されている。競合ＲＡＴシステム１５０は、別個のワイヤレスリンク１３２で互
いに通信している２つの競合ノード１５２を含むものとして示されており、同様に、１つ
または複数のアクセスポイント、アクセス端末、または他のタイプのワイヤレスノードを
含み得る。一例として、１次ＲＡＴシステム１００のアクセスポイント１１０およびアク
セス端末１２０は、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）技術に従ってワイヤレスリ
ンク１３０を介して通信し得る一方、競合ＲＡＴシステム１５０の競合ノード１５２は、
Ｗｉ－Ｆｉ技術に従ってワイヤレスリンク１３２を介して通信し得る。各システムは地理
的領域にわたって分散された任意の数のワイヤレスノードをサポートし得、示されたエン
ティティは単に例示のために示されていることが諒解されよう。
【００３２】
　[0061]別段に記載されていない限り、「アクセス端末」および「アクセスポイント」と
いう用語は、具体的なものであること、または特定のＲＡＴに限定されることは意図され
ていない。一般に、アクセス端末は、ユーザが通信ネットワークで通信することを可能に
する任意のワイヤレス通信デバイス（たとえば、モバイルフォン、ルータ、パーソナルコ
ンピュータ、サーバ、エンターテインメントデバイス、モノのインターネット（ＩＯＴ）
／あらゆるモノのインターネット（ＩＯＥ：Internet of Everything）対応デバイス、車
載通信デバイスなど）であり得、代替的に、様々なＲＡＴ環境において、ユーザデバイス
（ＵＤ）、移動局（ＭＳ）、加入者局（ＳＴＡ）、ユーザ機器（ＵＥ）などと呼ばれるこ
とがある。同様に、アクセスポイントは、アクセスポイントが展開されているネットワー
クに応じて、アクセス端末と通信する際に１つまたはいくつかのＲＡＴに従って動作し得
、代替的に、基地局（ＢＳ）、ネットワークノード、ノードＢ、発展型ノードＢ（ｅＮＢ
）などと呼ばれることがある。そのようなアクセスポイントは、たとえば、スモールセル
アクセスポイントに対応し得る。「スモールセル」は、一般に、フェムトセル、ピコセル
、マイクロセル、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）アクセスポイント
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、他の小カバレージエリアアクセスポイントなどを含むか、またはさもなければそのよう
に呼ばれ得る低電力アクセスポイントのクラスを指す。スモールセルがマクロセルカバレ
ージを補完するために展開され得、それは、近隣内の数ブロックまたは地方の環境におけ
る数平方マイルをカバーすることができ、それによって、改善されたシグナリング、能力
の漸進的増大、より豊かなユーザエクスペリエンスなどにつながり得る。
【００３３】
　[0062]図１に戻ると、１次ＲＡＴシステム１００によって使用されるワイヤレスリンク
１３０および競合ＲＡＴシステム１５０によって使用されるワイヤレスリンク１３２は、
共有通信媒体１４０で動作し得る。このタイプの通信媒体は、（たとえば、１つまたは複
数のキャリアにわたって１つまたは複数のチャネルを包含する）１つまたは複数の周波数
、時間、および／または空間通信リソースから構成され得る。一例として、通信媒体１４
０は、免許不要周波数帯域の少なくとも一部分に対応し得る。異なる免許（licensed）周
波数帯域が（たとえば、米国における連邦通信委員会（ＦＣＣ）などの政府機関によって
）いくつかの通信のために予約されているが、いくつかのシステム、特にスモールセルア
クセスポイントを利用するシステムは動作を、Ｗｉ－Ｆｉを含むＷＬＡＮ技術によって使
用されるＵｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｒ
ａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ（Ｕ－ＮＩＩ）帯域などの免許不要周波数帯域に拡張させている。
【００３４】
　[0063]通信媒体１４０の共用（shared use）に起因して、ワイヤレスリンク１３０とワ
イヤレスリンク１３２との間のクロスリンク干渉の可能性がある。さらに、いくつかのＲ
ＡＴおよびいくつかの管轄区域（jurisdictions）は、通信媒体１４０へのアクセスのた
めに競合または「リッスンビフォアトーク（ＬＢＴ）」を必要とし得る。一例として、ク
リアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）プロトコルが使用されることがあり、そこでは、各
デバイスが媒体感知を介して、共有通信媒体上に他のトラックがないことを、それ自体の
送信のために通信媒体を捕らえる（およびいくつかの場合には予約する）前に検証する。
いくつかの設計では、ＣＣＡプロトコルは、通信媒体をそれぞれＲＡＴ内トラフィックお
よびＲＡＴ間トラフィックに譲る（yielding）ための、固有のＣＣＡプリアンブル検出（
ＣＣＡ－ＰＤ）およびＣＣＡエネルギー検出（ＣＣＡ－ＥＤ）の機構を含み得る。欧州電
気通信標準化機構（ＥＴＳＩ）は、たとえば、免許不要周波数帯域など、ある種の通信媒
体上でのデバイスのＲＡＴに関係ないすべてのデバイスに関する競合を規定している。
【００３５】
　[0064]以下でより詳細に説明されるように、アクセスポイント１１０および／またはア
クセス端末１２０は、上記で簡単に説明された競合技法を提供またはさもなければサポー
トするように、本明細書の教示に従って様々に構成され得る。たとえば、アクセスポイン
ト１１０は媒体アクセスマネージャ１１２を含み得、アクセス端末１２０は媒体アクセス
マネージャ１２２を含み得る。媒体アクセスマネージャ１１２および／または媒体アクセ
スマネージャ１２２は、通信媒体１４０へのアクセスを求める競合を管理するために異な
る方法で構成され得る。
【００３６】
　[0065]図２は、アクセスポイント１１０／アクセス端末１２０と競合ＲＡＴシステム１
５０との間の競合ベースのアクセスを容易にするために通信媒体１４０上で１次ＲＡＴシ
ステム１００のために実装され得る例示的な仮想時分割複信（ＴＤＤ）フレーム構造を示
す。
【００３７】
　[0066]図示のフレーム構造は、システムフレーム番号（ＳＦＮ）ヌメロロジー（numero
logy）に従って番号付けされ（たとえば、ＳＦＮ　Ｎ、Ｎ＋１、Ｎ＋２など）、同じく参
照のために番号付けされ得る（たとえば、ＳＦ０、ＳＦ１など）それぞれのサブフレーム
（ＳＦ）に分割されている一連の無線フレーム（ＲＦ）を含む。一例として、ＬＴＥフレ
ーム構造は、それぞれ１０個のサブフレームから構成された１０２４個の番号付けされた
無線フレームに分割されているシステムフレームを含み、これらが合わさって（たとえば



(11) JP 6805236 B2 2020.12.23

10

20

30

40

50

、１ｍｓのサブフレームを有する１０ｍｓの無線フレームの場合に１０．２４ｓ続く）Ｓ
ＦＮサイクルを構成する。フレーム構造の使用は、よりアドホックなシグナリング技法よ
りも自然で効率的なデバイス間協調を提供し得る。
【００３８】
　[0067]図２の例示的なフレーム構造は、各サブフレームがダウンリンク（Ｄ）サブフレ
ーム、アップリンク（Ｕ）サブフレーム、または特殊（Ｓ）サブフレームとして異なる時
間に様々に動作し得るという点で、ＴＤＤである。一般に、ダウンリンクサブフレームは
、アクセスポイント１１０からアクセス端末１２０にダウンリンク情報を送信するために
予約され、アップリンクサブフレームは、アクセス端末１２０からアクセスポイント１１
０にアップリンク情報を送信するために予約され、特殊サブフレームは、ガード期間によ
って分けられたダウンリンク部分とアップリンク部分とを含み得る。無線フレーム内のダ
ウンリンクサブフレーム、アップリンクサブフレーム、および特殊サブフレームの異なる
配列（arrangements）は、異なるＴＤＤ構成と呼ばれ得る。上記のＬＴＥの例に戻ると、
ＬＴＥフレーム構造のＴＤＤ変形態は７個のＴＤＤ構成（ＴＤＤ　Ｃｏｎｆｉｇ０からＴ
ＤＤ　Ｃｏｎｆｉｇ６）を含み、各構成が、ダウンリンクサブフレーム、アップリンクサ
ブフレーム、および特殊サブフレームの異なる配列を有する。たとえば、異なるトラフィ
ックシナリオに適応するために、より多くのダウンリンクサブフレームを有し得るＴＤＤ
構成もあれば、より多くのアップリンクサブフレームを有し得るＴＤＤ構成もある。図２
の図示の例では、ＬＴＥにおけるＴＤＤ　Ｃｏｎｆｉｇ３と同様であるＴＤＤ構成が用い
られている。用いられる特定のＴＤＤ構成は、システム情報ブロック（ＳＩＢ）メッセー
ジ、制御領域におけるＴＤＤフレームフォーマットを示すための新しい物理チャネルなど
（たとえば、ＬＴＥにおけるＳＩＢ－１メッセージ）を使用してアクセスポイント１１０
によってブロードキャストされ得る。
【００３９】
　[0068]各ＴＤＤ構成は異なるが、すべてのＴＤＤ構成にわたって同じである１つまたは
複数のサブフレームがあり得る。これらのサブフレームは、本明細書ではアンカーサブフ
レームと呼ばれる。再び上記のＬＴＥの例に戻ると、ＴＤＤ　Ｃｏｎｆｉｇ０からＴＤＤ
　Ｃｏｎｆｉｇ６のＴＤＤ構成の各々にわたって各無線フレームにおいて、サブフレーム
ＳＦ０はダウンリンクサブフレームであり、サブフレームＳＦ１は特殊サブフレームであ
り、サブフレームＳＦ２はアップリンクサブフレームであり、サブフレームＳＦ５はダウ
ンリンクサブフレームである。図示の例では、アンカーサブフレームは同様に各無線フレ
ームのサブフレームＳＦ０、ＳＦ１、ＳＦ２、およびＳＦ５に対応するが、異なるシステ
ムでは特定のアンカーキャリアの指定が異なり得ることが諒解されよう。
【００４０】
　[0069]図２の例示的なフレーム構造は、通信媒体１４０にアクセスするための競合手順
に起因して所与の場合に１次ＲＡＴシグナリングによって各サブフレームが占有されるこ
と、または占有されないことがあるという点で、仮想的である。一般に、アクセスポイン
ト１１０またはアクセス端末１２０が、所与のサブフレームのための競合に勝つことがで
きなかった場合、そのサブフレームは不通にされ（be silenced）得る。
【００４１】
　[0070]図２にさらに示すように、１つまたは複数のサブフレームは、本明細書では強化
型発見基準シグナリング（ｅＤＲＳ）と呼ばれるものを含むように指定され得る。ｅＤＲ
Ｓは、システム動作を容易にするための選択制御シグナリングを伝達するように構成され
得る。制御シグナリングは、タイミング同期、システム収集、干渉測定（たとえば、無線
リソース測定（ＲＲＭ）／無線リンク測定（ＲＬＭ））、追跡ループ、利得制御（たとえ
ば、自動利得制御（ＡＧＣ））、ページングなどにかかわる情報を含み得る。たとえば、
ｅＤＲＳは、１次同期信号（ＰＳＳ）、２次同期信号（ＳＳＳ）、セル固有基準信号（Ｃ
ＲＳ）、チャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）、マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）信
号、システム情報ブロック（ＳＩＢ）信号、ページングチャネル（ＰＣＨ）信号、ランダ
ムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）信号、およびそれらの様々な組合せを含み得る。ＬＴＥ
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では、たとえば、様々なＳＦ０シグナリング（たとえば、ＣＲＳ、ＳＳＳ、ＭＩＢ）は他
のシグナリング（たとえば、ＰＳＳ、ＳＩＢ１、ＳＩＢ２、ＰＣＨ、ＲＡＣＨ、より低い
周期性を有するもの）とともに、それは示され得る、サブフレームリソースを過度に消費
することなく、すべての必須のｅＤＲＳ情報を提供する共通サブフレーム（たとえば、Ｓ
Ｆ０）に統合され得る。
【００４２】
　[0071]図３は、所与のサブフレームのスロットにわたる例示的なｅＤＲＳ構成を示すリ
ソースブロック図である。この例では、ｅＤＲＳは、ＳＳＳおよび強化型ＳＳＳ（ｅＳＳ
Ｓ）と、ＰＳＳおよび強化型ＰＳＳ（ｅＰＳＳ）と、ＭＩＢと、物理ダウンリンク制御チ
ャネル（ＰＤＣＣＨ）と、ＣＲＳと、ＣＳＩ－ＲＳと、強化型ＳＩＢ（ｅＳＩＢ）シグナ
リングとを含む。
【００４３】
　[0072]ネットワークの検出および識別を容易にするために、ＰＳＳ／ＳＳＳは、時間お
よび／または周波数空間にわたって、数（たとえば、２～４）回繰り返され得る。時間に
わたる繰返しの場合、３つの新しいＰＳＳフェーズが、たとえば、いくつかのアクセス端
末を混乱させるのを回避するために使用され得る。この手法は周波数ダイバーシティを欠
いていることがあるが、実装するのがより簡単でもあり得る。周波数にわたる繰返しの場
合、既存のＰＳＳフェーズが再使用され得る。この手法は、周波数ダイバーシティに起因
してより良好なパフォーマンスを提供し得るが、さほど実装しやすいものではないことが
ある。さらに、ネットワーク検出のロバストネスを高めるために、アクセスポイント１１
０は、１つまたは複数の信号をそれのパブリックランドモバイルネットワーク識別子（Ｐ
ＬＭＮ　ＩＤ）などとともにスクランブルし得る。一例として、ＣＲＳがＰＬＭＮ　ＩＤ
とともにスクランブルされ得、それは、広帯域の高密度信号を提供する。別の例として、
ＣＳＩ－ＲＳがＰＬＭＮ　ＩＤとともにスクランブルされ得るが、得られる信号は、ＣＲ
Ｓと比較して低密度であり得る。別の例として、ＭＩＢはＰＬＭＮ　ＩＤを含み得る。
【００４４】
　[0073]さらに、ｅＤＲＳシグナリングは、不連続受信（ＤＲＸ）スケジューリングの目
的でアクセス端末１２０にダウンリンクトラフィック情報を伝達するためのトラフィック
インジケータを含み得る。アクセス端末１２０にとって、アクセス端末１２０に向けられ
たダウンリンクトラフィックの欠如ではなく通信媒体１４０上の競合または干渉に起因し
て空であり得る、空の送信時間間隔をカウントするのではなく、そのようなトラフィック
インジケータに基づいてそれのＤＲＸタイマーを設定することは有利であり得る。
【００４５】
　[0074]図２に戻ると、図示のように、ｅＤＲＳは、各無線フレームの指定されたサブフ
レームにおいて周期的に（たとえば、１０ｍｓごとに）送信され得る。たとえば、ｅＤＲ
Ｓは、（例として、第１のサブフレームＳＦ０として示されている）条件ＳＦＮ　ｍｏｄ
　ｅＤＲＳ＿Ｃｙｃｌｅ＝０を満たす各サブフレームにおいて周期性ｅＤＲＳ＿Ｃｙｃｌ
ｅに従って送信され得る。いくつかの展開では、アクセスポイント１１０は、通信媒体１
４０へのアクセスを求めて競合することなく、指定されたｅＤＲＳサブフレームを自動的
に送信し得る。たとえば、欧州における現在のＥＴＳＩ競合ルールの規定は、競合が本来
であれば一般に必要とされていても、競合の必要なしに送信の一定割合（たとえば、５％
）が進むことを許容している。指定されたｅＤＲＳサブフレームは、かなり重要なシステ
ム情報を含むので、アクセスポイント１１０は、競合なしの送信のそれの許容割合を、指
定されたｅＤＲＳサブフレームとアラインし（align）得る。
【００４６】
　[0075]一方、他の展開では、アクセスポイント１１０は、指定されたｅＤＲＳサブフレ
ームを送信するために、通信媒体１４０へのアクセスを求めて競合する必要があり得る。
図示の例では、アクセスポイント１１０は、指定されたｅＤＲＳサブフレームまでの１つ
または複数のサブフレームにおいて、指定されたｅＤＲＳサブフレームのための競合を開
始し得、直前のサブフレームは、例示の目的で示されている。通信媒体１４０が捕らえら
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れると、アクセスポイント１１０は、種々のシグナリング（たとえば、充填（filling）
メッセージ、基準信号、またはプリアンブル）、チャネル予約シグナリング（たとえば、
自己送信可（ＣＴＳ２Ｓ）メッセージ）などを送信することによって、指定されたｅＤＲ
Ｓサブフレームのためにそれを押さえ（hold）得る。
【００４７】
　[0076]通常のシグナリングの場合など、いくつかの事例では、アクセスポイント１１０
は、競合ＲＡＴシステム１５０に対してかなり遅延し得る比較的日和見的な競合パラメー
タを使用して、通信媒体１４０に対して競合し得る。一方、指定されたｅＤＲＳサブフレ
ームのために通信媒体１４０へのアクセスを優先するためなど、他の事例では、アクセス
ポイント１１０は、比較的積極的な競合パラメータ（たとえば、シングルショットＣＣＡ
、比較的低いバックオフしきい値、比較的小さい競合ウィンドウなど）を使用して、通信
媒体１４０に対して競合し得る。一例として、アクセスポイント１１０は、指定されたｅ
ＤＲＳサブフレームまで比較的低いしきい値（たとえば、遅延ＣＣＡ－ＰＤバックオフし
きい値を定義する２０ＭＨｚあたり－８２ｄＢｍ）でシグナリングエネルギーが検出され
たときには、競合ＲＡＴシステム１５０に対してアクセスを通常は延期し得る一方、アク
セスポイント１１０は、代わりに、より高いしきい値（たとえば、より小さい遅延ＣＣＡ
－ＥＤバックオフしきい値を定義する２０ＭＨｚあたり－６０ｄＢｍ）を利用し得る。別
の例として、アクセスポイント１１０は、より長い競合ウィンドウを必要とし得る比較的
長い送信機会（ＴＸＯＰ）（たとえば、１無線フレーム）のために通常は競合し得る一方
、アクセスポイント１１０は、代わりに、通信媒体１４０へのアクセスをより迅速に確保
する（secure）ために、より短い競合ウィンドウを使用して、より短いＴＸＯＰ（たとえ
ば、指定されたｅＤＲＳサブフレームを送信するのに十分な１サブフレーム）のために競
合し得る。積極的な競合は、積極的な競合周期性に従って周期的に、たとえば、積極的な
競合周期性とアラインするそれらの事例の場合に数無線フレーム（たとえば、ＴAC-eDRS

＝２～４無線フレーム）ごとに実行され得、日和見的な競合は、他の無線フレームにおい
て実行される。
【００４８】
　[0077]図４は、図２の仮想ＴＤＤフレーム構造によるダウンリンク媒体アクセスの一例
を示す。例示の目的で、アクセスポイント１１０は、同じフレーム構造に従って動作する
別のアクセスポイント４１０を含む協調システムの一部として示されている。アクセスポ
イント１１０およびアクセスポイント４１０は、たとえば、同じ事業者によって提供され
得る。
【００４９】
　[0078]図示のように、競合プロセスの間のある時点に、通信媒体１４０はクリア（ＣＣ
Ａクリア）になり、アクセスポイント１１０はそれを捕らえる。アクセスポイント１１０
は、一定の時間期間（たとえば、１無線フレーム）の間それ自体のために通信媒体１４０
を予約するために、競合ＲＡＴシステム１５０のために定義されたチャネル予約メッセー
ジ（ＲＳＶ）４０２を送り得る。一例として、アクセスポイント１１０および４１０は、
ＬＴＥまたはＭｕｌｔｅＦｉｒｅなどの１次ＲＡＴに関連するフレーム構造を使用して動
作し得る一方、競合ＲＡＴ１５０は、共有通信媒体１４０の予約を必要とするＷＬＡＮベ
ースのＲＡＴであり得る。したがって、アクセスポイント１１０は、競合ＲＡＴ１５０の
プロトコルに従って共有通信媒体１４０を予約し得るが、１次ＲＡＴのフレーム構造を使
用して動作するために予約済みリソースを使用し得る。
【００５０】
　[0079]チャネル予約メッセージ４０２は、１次ＲＡＴ動作のために通信媒体１４０を予
約するために（たとえば、競合ＲＡＴ固有トランシーバを介して）通信媒体１４０で送信
され得る。例示的なチャネル予約メッセージは、たとえば、８０２．１１ａデータパケッ
ト、自己送信可（ＣＴＳ２Ｓ）メッセージ、送信要求（ＲＴＳ）メッセージ、送信可（Ｃ
ＴＳ）メッセージ、物理レイヤコンバージェンスプロトコル（ＰＬＣＰ）ヘッダ（たとえ
ば、レガシー信号（Ｌ－ＳＩＧ）、高スループット信号（ＨＴ－ＳＩＧ）、もしくは超高
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スループット信号（ＶＨＴ－ＳＩＧ））、および競合Ｗｉ－Ｆｉ　ＲＡＴのための同様の
メッセージ、または該当する他の競合ＲＡＴ（other competing RATs of interest）のた
めに定義された他の同様のメッセージを含み得る。チャネル予約メッセージ４０２は、ア
クセスポイント１１０がアクセスを求めて競合したターゲットＴＸＯＰの持続時間に対応
する持続時間インジケーション（たとえば、ネットワーク割振りベクトル（ＮＡＶ））を
含み得る。
【００５１】
　[0080]さらに、チャネル予約メッセージ４０２は、チャネル予約メッセージ４０２の性
質について、１次ＲＡＴに従って動作する他のデバイス（たとえば、アクセスポイント４
１０）に知らせる（alert）ための、１次ＲＡＴに関連する識別子を含み得る。例示的な
識別子は、１次ＲＡＴ動作を伝達するために選択された、新しい専用識別子または既存の
再利用された（repurposed）識別子を含み得る。チャネル予約メッセージ４０２とともに
そのような識別子を利用することによって、アクセスポイント４１０は、同様にそれ自体
の１次ＲＡＴ通信のために通信媒体１４０が利用可能なままであると決定することができ
、それは、１次ＲＡＴ自体に組み込まれた追加のＲＡＴ内協調機構（たとえば、符号分割
多重化など）を介して進むことができる。このようにして、一方が他方に干渉することな
く（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ媒体アクセス制御（ＭＡＣ）手順によりＬＴＥ　ＭＡＣ手順が
、Ｗｉ－Ｆｉトラフィックとして誤って認識され得るものに基づいて媒体アクセスを制限
することなく）両方のＲＡＴによって提供されたＭＡＣ手順を利用する「混合モード」Ｍ
ＡＣ方式が用いられ得る。
【００５２】
　[0081]図５は、ＲＡＴ間協調のための例示的なチャネル予約メッセージを示す。この例
では、チャネル予約メッセージ４０２は、ＲＡＴ識別子フィールド５０２と、持続時間フ
ィールド５０４と、随意に、所与の実装形態に必要とされる他のパラメータ５０６とを含
む。上記で説明されたように、持続時間フィールド５０４は、所与のＴＸＯＰの持続時間
を示すように設定され得る。他のパラメータ５０６は、受信機／送信機アドレス指定（ad
dressing）、誤り訂正などに関係するフィールドを含み得る。たとえば、他のパラメータ
５０６は、フレーム制御フィールドと、受信機アドレスフィールドと、ＣＴＳまたはＣＴ
Ｓ２Ｓチャネル予約メッセージのためのフレームチェックシーケンスフィールドとを含み
得る。
【００５３】
　[0082]ＲＡＴ識別子フィールド５０２は、様々な方法で、ヘッダ部分（たとえば、ＭＡ
ＣヘッダもしくはＰＨＹヘッダ）として、またはヘッダ部分の一部、スタンドアロン情報
要素（ＩＥ）として、またはＩＥの一部などを含む、チャネル予約メッセージ４０２の様
々な部分に実装され得る。いくつかの設計では、ＲＡＴ識別子フィールド５０２は、チャ
ネル予約メッセージ４０２に追加され、ＲＡＴ識別にのみ使用される専用識別子であり得
る。他の設計では、ＲＡＴ識別子フィールド５０２は、以前に使用されていないビットセ
ットまたは予約済みビットセットから切り取られ（be carved out of）得る。さらに他の
設計では、ＲＡＴ識別子フィールド５０２は、所定の値によって再利用される既存の識別
子に対応し得る。
【００５４】
　[0083]一例として、チャネル予約メッセージ４０２を送信するためにシグナリングプロ
トコルが使用される競合ＲＡＴではなく１次ＲＡＴの動作に関連してチャネル予約メッセ
ージ４０２が送信されていることを示すための識別子として、基本サービスセット識別子
（ＢＳＳＩＤ）などのネットワーク識別子の特定の値が使用され得る。別の例として、受
信機アドレス（ＲＡ）の特定の値が（たとえば、ネットワークインターフェースカード（
ＮＩＣ）のＭＡＣ　ＩＤを定義するために従来使用されたＷｉ－Ｆｉ　ＣＴＳフレームの
ＲＡフィールドにおいて）識別子として使用され得る。
【００５５】
　[0084]別の例として、持続時間値の特定の範囲が識別子として使用され得る。いくつか
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の設計では、範囲は、競合ＲＡＴ動作の型にはまらないしきい値によって区別され得る。
たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ　ＣＴＳパケットによって示される典型的な持続時間値は、（たと
えば、最大ＴＸＯＰ長さである５．４８４ｍｓを下回るか、またはそれに等しい）典型的
なＷｉ－Ｆｉパケットの長さによって限定される。したがって、（たとえば、１５ｍｓを
上回る）対応する持続時間しきい値を上回る上記の任意の検出された持続時間値は、Ｗｉ
－Ｆｉ以外の対応するＲＡＴの動作に関連してチャネル予約メッセージ４０２が送信され
ていることを示すと理解され得る。
【００５６】
　[0085]別の例として、ＰＨＹヘッダにおけるスクランブラシード（a scrambler seed）
の特定の値が識別子として使用され得る。たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ　ＰＬＣＰヘッダのサー
ビスフィールドは、識別子としての働きをするために代わりに再利用され得る、受信機に
おいてデスクランブラの初期状態を設定するために使用されることが当初意図されていた
スクランブラ初期化ビットを含む。別の例として、ＰＨＹヘッダにおけるユーザ識別子の
特定の値が識別子として使用され得る。たとえば、パケットがＳＴＡと対象とするかどう
かのインジケーションをＳＴＡに提供することが当初意図されていた、（ＶＨＴ－ＳＩＧ
－Ａ領域におけるＶＨＴパケットのために定義された）Ｗｉ－Ｆｉ　ＰＬＣＰヘッダの部
分的関連付け識別子（ＰＡＩＤ）フィールドが、少なくとも、そのようなヘッダを理解す
ることが可能な競合ＲＡＴデバイスのために、識別子としての働きをするために代わりに
再利用され得る。
【００５７】
　[0086]いくつかの設計では、チャネル予約メッセージ４０２は、確認応答を呼び出さな
い一方向通信（たとえば、ＣＴＳ２Ｓ）として送られ得る。他の設計では、チャネル予約
メッセージ４０２は、各受信エンティティによって確認応答される双方向ハンドシェイク
通信(たとえば、ＣＴＳ／ＲＴＳ)として送られ得る。さらに、チャネル予約メッセージ４
０２は、１次ＲＡＴ通信によって影響され得るが、より短い範囲のチャネル予約メッセー
ジを受信することができない、追加の本来隠れているノード（additional, otherwise hi
dden nodes）に到達するために、より大きいカバレージエリアを有するディープハンドシ
ェイク信号(たとえば、ｅＣＴＳ／ｅＲＴＳ)として送られ得る。
【００５８】
　[0087]図４に戻ると、アクセスポイント１１０が通信媒体１４０を捕らえた後、アクセ
スポイント４１０も後に、それ自体のために通信媒体１４０を捕らえることが可能である
。それは、たとえば、競合ＲＡＴシステム１５０からのシグナリングがアクセスポイント
１１０においてよりも高いシグナリングエネルギーでアクセスポイント４１０において受
信されたことであり得、それは、アクセスポイント４１０が以前に通信媒体１４０にアク
セスすることを妨げた。通信媒体１４０が（当初のチャネル予約メッセージ４０２を、１
次ＲＡＴ動作に対応するものであり、追加の１次ＲＡＴ動作を妨げることは意図されてい
ないものとして認識し得る）アクセスポイント４１０にとってクリア（ＣＣＡクリア）に
なった時点に、アクセスポイント１１０の当初のＴＸＯＰ持続時間のある割合のみ（たと
えば、図示の例では７個のサブフレーム）が残っている。その場合、アクセスポイント４
１０は、それ自体のチャネル予約メッセージ４０２を送信する。
【００５９】
　[0088]いくつかの事例では、アクセスポイント４１０は、このチャネル予約メッセージ
４０２の持続時間を、アクセスポイント４１０が通信媒体１４０へのアクセスを求めて競
合したターゲットＴＸＯＰ（たとえば、１無線フレーム）に設定し得る。一方、図示の例
を含む他の事例では、アクセスポイント４１０は代わりに、このチャネル予約メッセージ
４０２の持続時間を、アクセスポイント１１０に与えられたターゲットＴＸＯＰの残り（
たとえば、図示の例では７個のサブフレーム）を表すターゲットＴＸＯＰの部分値（a pa
rtial value）に設定し得る。アクセスポイント４１０によって求められるターゲットＴ
ＸＯＰの残り（たとえば、無線フレームを完了させるために図示の例では３個のサブフレ
ーム）を予約するために、アクセスポイント４１０は、次の特殊サブフレームにおいて（
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たとえば、アクセスポイント１１０に関連するダウンリンクトラフィックおよびアップリ
ンクトラフィックのないガード期間（a guard period free from downlink and uplink t
raffic）の間に）追加の「拡張」チャネル予約メッセージ４０２を送り得る。この２メッ
セージ手法は、アクセスポイント１１０とアクセスポイント４１０との間のノードが、い
くつかのサブフレーム（たとえば、ダウンリンクサブフレームまたはアップリンクサブフ
レーム）の間に追加のチャネル予約メッセージ４０２を正しく受信することを（たとえば
、アクセスポイント１１０の予約済みＴＸＯＰの間にアクセスポイント１１０に関連する
干渉を介して）妨げられ得る、いわゆる誘発ブラインド端末（induced-blind-terminal）
問題に対処するのを助けることができる。
【００６０】
　[0089]図５を参照しながら上記で説明されたタイプのＲＡＴ識別子フィールド５０２を
含むチャネル予約メッセージを使用する利点のうちの１つは、アクセスポイント１１０お
よびアクセスポイント４１０（またはより一般的には、同じ事業者に関連する任意のアク
セスポイント）が、リソースをより効率的に共有し得ること（いわゆるリソース「再使用
」）である。アクセスポイント１１０は、チャネル予約メッセージ４０２を介した競合Ｒ
ＡＴシステム１５０に対するリソースの時分割を利用し得る一方、アクセスポイント１１
０およびアクセスポイント４１０は、図４に示されるように予約済みＴＸＯＰを共有し得
る。一方、アクセスポイント１１０およびアクセスポイント４１０が互いに十分に近くに
あって、それらのシグナリングが強く干渉し得るときなど、いくつかのシナリオでは、ア
クセスポイント１１０およびアクセスポイント４１０にとって、リソースの時分割を同様
に利用することが有利であり得る。
【００６１】
　[0090]図６は、図２の仮想ＴＤＤフレーム構造によるダウンリンク媒体アクセスの別の
例を示す。例示の目的で、アクセスポイント１１０は、ここでも、同じフレーム構造に従
って動作するアクセスポイント４１０を含む協調システムの一部として示されている。
【００６２】
　[0091]図示のように、この例では、ダウンリンク媒体アクセスは、アクセスポイント１
１０とアクセスポイント４１０との間で時分割方法で共有される。競合プロセスの間のあ
る時点に、通信媒体１４０はクリア（ＣＣＡクリア）になり、アクセスポイント１１０は
、チャネル予約メッセージ４０２を送ることによって、それを捕らえる。チャネル予約メ
ッセージ４０２は、この事例では、アクセスポイント４１０に、要求されたＴＸＯＰのた
めに媒体をアクセスポイント１１０に譲らせるような方法で、さらに構成され得る。
【００６３】
　[0092]図７は、さらなるＲＡＴ間協調のための例示的なチャネル予約メッセージを示す
。図５の例の場合のように、チャネル予約メッセージ４０２は、ＲＡＴ識別子フィールド
５０２と、持続時間フィールド５０４と、随意に、所与の実装形態に必要とされる他のパ
ラメータ５０６とを含む。
【００６４】
　[0093]図示のように、この例では、ＲＡＴ識別子フィールド５０２は、再使用情報を伝
達するためのいくつかのサブフィールドを含む。一例として、ＲＡＴ識別子フィールド５
０２は、要求されたＴＸＯＰのために事業者内再使用が受け入れられるかどうかを示すハ
ード再使用識別子サブフィールド７０２を含み得る。別の例として、ＲＡＴ識別子フィー
ルド５０２は、要求されたＴＸＯＰのために事業者内再使用が受け入れられる条件（たと
えば、シグナリングエネルギーしきい値）を識別するソフト再使用識別子サブフィールド
８０５を含み得る。
【００６５】
　[0094]上記でより詳細に説明されたように、ＲＡＴ識別子フィールド５０２、ひいては
サブフィールド７０２および７０４は、様々な方法で、ヘッダ部分（たとえば、ＭＡＣヘ
ッダもしくはＰＨＹヘッダ）として、またはヘッダ部分の一部、スタンドアロン情報要素
（ＩＥ）として、またはＩＥの一部などを含む、チャネル予約メッセージ４０２の様々な
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部分に実装され得る。
【００６６】
　[0095]いくつかの展開では、アクセスポイント１１０による所与のＴＸＯＰの予約は、
アクセスポイント１１０自体からのダウンリンク送信のためだけではなく、ＴＸＯＰの間
に（たとえば、アップリンクサブフレーム無線フレームの間に）スケジュールされるアク
セス端末１２０からのアップリンク送信のためにも、競合要件を満たすのに十分であり得
る。一方、他の展開では、アクセス端末１２０は、任意の指定されたアップリンクサブフ
レームの間に送信するために、通信媒体１４０へのアクセスを求めて別個に競合する必要
があり得る。
【００６７】
　[0096]図８は、図２の仮想ＴＤＤフレーム構造によるアップリンク媒体アクセスの一例
を示す。例示の目的で、アクセスポイント１１０は、アクセス端末１２０（ＡＴ－１）と
、他の点では同様のアクセス端末８２０（ＡＴ－２）とを含む２つの関連アクセス端末を
有するものとして示されている。
【００６８】
　[0097]図示のように、この例では、アクセス端末１２０およびアクセス端末８２０は、
通信媒体１４０がクリア（ＣＣＡクリア）になったときに、それぞれのチャネル予約メッ
セージ４０２を送信することによって、通信媒体１４０へのアクセスを求めて別個に競合
する。これらのチャネル予約メッセージ４０２は、アクセスポイント１１０によって確保
された当初のＴＸＯＰの残存割合に対応する持続時間を指定し得る。さらに、説明された
ｅＤＲＳシグナリングのための競合と同様に、アクセス端末１２０およびアクセス端末８
２０は、比較的積極的な競合パラメータ（たとえば、シングルショットＣＣＡ、比較的低
いバックオフしきい値、比較的小さい競合ウィンドウなど）を使用して、通信媒体１４０
へのアクセスを求めて競合し得る。
【００６９】
　[0098]狭帯域確認応答チャネル（たとえば、ＰＵＣＣＨ）など、いくつかのチャネルの
ためのシグナリングは、規則に従って他のシグナリングのために競合が必要とされ得る場
合でも、競合なしで送信され得る。
【００７０】
　[0099]別個の競合が必要とされるかどうかにかかわらず、アクセス端末１２０または任
意の他の関連アクセス端末は、１つまたは複数の特殊サブフレームの間に（たとえば、ア
クセスポイント１１０に関連するダウンリンクトラフィックおよびアップリンクトラフィ
ックのないガード期間の間に）チャネル予約メッセージ４０２をさらなる保護として送り
得る。
【００７１】
　[00100]図９は、図２の仮想ＴＤＤフレーム構造とともに使用され得るアップリンク波
形の一例を示す。いくつかの展開では、アップリンク送信は、効率的で公平なリソース割
振りを促進するために予約済み帯域幅の最小割合にわたる（span）必要があり得る。図示
の例では、最小割合は、帯域幅の８０％（たとえば、２０ＭＨｚのチャネル全体で１６Ｍ
Ｈｚ）であるが、これは例示のためにすぎないことが諒解されよう。
【００７２】
　[00101]図示のように、そのような広帯域配分に適応するために、アップリンクリソー
スがアクセス端末にわたってインターリーブされ得る。図示の例では、第１のアクセス端
末（たとえば、ＡＴ－１として示されるアクセス端末１２０）が、少なくとも最小割合（
この例では８０％）を占有する帯域幅の第１の部分９０２においてスケジュールされ得る
。第２のアクセス端末（たとえば、ＡＴ－２として示されるアクセス端末８２０）が、第
１の部分９０２の両側にある、リソースのより小さい割合（この例では５％）を占有する
帯域幅の第２の部分９０４においてスケジュールされ得る。第２の部分９０４は、最小割
合を占有しないことがあるが、それでも、それのスケジュールされたリソースの拡散の点
で最小割合にわたることがある。残りのエッジ部分９０６は、同様に最小割合にわたる狭
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帯域確認応答チャネル（たとえば、ＰＵＣＣＨ）などの制御シグナリングのために使用さ
れ得る。
【００７３】
　[00102]２つのアクセス端末ＡＴ－１およびＡＴ－２は例示のためのみ示されているこ
と、ならびに帯域幅制約に従って必要に応じて追加のアクセス端末がスケジュールされ、
インターリーブされ得ることが諒解されよう。さらに、第１のアクセス端末ＡＴ－１は第
２のアクセス端末ＡＴ－２よりも多くのリソースを割り振られているものとして示されて
いるが、それぞれの割振りは、比例公平性（proportional fairness）のためにサブフレ
ームにわたって回転され得る。
【００７４】
　[00103]いくつかの事例では、アップリンクスケジューリングは、複数の不連続ＴＸＯ
Ｐにわたり得る。たとえば、送信は、通信媒体１４０が競合ＲＡＴシステム１５０によっ
て占有される介在期間によって中断され（be interrupted）得る。再スケジューリングと
スケジューリング許可の再送信とを回避するために、スケジューリング許可は、あるＴＸ
ＯＰから次のＴＸＯＰに持ち越す（carry over）ように構成され得る。このようにして、
不連続ＴＸＯＰは、アクセス不可能な任意の介在期間を越えて効果的にまとめられ得る。
【００７５】
　[00104]図１０は、図２の仮想ＴＤＤフレーム構造とともに使用され得るＴＸＯＰにわ
たる例示的な持越しアップリンク許可方式を示す。この例では、アクセスポイント１１０
は、第１の持続時間にわたる第１のＴＸＯＰおよび第２の持続時間にわたる第２のＴＸＯ
Ｐのために通信媒体１４０へのアクセスを求めて競合し（およびアクセスを予約し）、通
信媒体１４０が占有されている介在期間の間に通信媒体１４０を競合ＲＡＴシステム１５
０に譲る。
【００７６】
　[00105]図示のように、第１のＴＸＯＰの１つまたは複数のダウンリンクサブフレーム
の間に、アクセスポイント１１０は、アクセス端末１２０にスケジューリング許可を送信
する（たとえば、ＰＤＣＣＨなどの共通制御チャネルを介してブロードキャストする）こ
とができる。各スケジューリング許可は、次の（upcoming）アップリンクサブフレーム上
でのリソースへのアクセスを伝達する。ロバストネスのために、２つ以上のそのようなス
ケジューリング許可が、アップリンクサブフレームごとに送られる（たとえば、いくつか
の場合にはＴＸＯＰにわたる、連続するダウンリンクサブフレームにおいて再発信（reis
sued）／再送信される）ことがある。
【００７７】
　[00106]絶対的な意味での対応するアップリンクサブフレーム（たとえば、次のスケジ
ュールされたアップリンクサブフレーム）を識別するのではなく、相対的な意味での対応
するアップリンクサブフレーム（たとえば、有効なＴＸＯＰの間の次のアップリンクサブ
フレーム）を、スケジューリング許可は伝達するように構成され得、および／またはアク
セス端末１２０は理解するように構成され得る。たとえば、スケジューリング許可は、介
在時間期間のためにスケジュールされた任意のアップリンクサブフレームを無視し、許可
されたアップリンクリソースを第２のＴＸＯＰの間のアップリンクサブフレームに持ち越
すように、アクセス端末１２０を構成し（configure）得る。したがって、通信媒体１４
０が占有されている介在期間においてアップリンクサブフレームの間に送信を試みる代わ
りに、アクセス端末１２０は、再スケジューリングせずに、通信媒体１４０が再びアクセ
ス可能になる後の時間に送信を試み得る。
【００７８】
　[00107]いくつかの展開では、ＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージなどの確認応答メッセージ
は、独立した（independent）競合要件を免除され得る。これは、所与のＴＸＯＰの予約
がダウンリンク送信とアップリンク送信の両方に関して競合要件を満たすのに十分である
こと、または確認応答メッセージ自体に対する特別免除のいずれかに起因し得る。そのよ
うなシナリオでは、確認応答メッセージは、必要に応じて交換され得る。一方、他の展開
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では、確認応答メッセージは、独立した競合要件を免除されるためにいくつかの条件を満
たすことが必要とされ得る。たとえば、上記で説明されたように、欧州におけるＥＴＳＩ
競合規定は、競合が本来であれば一般に必要とされていても、競合の必要なしに送信の一
定割合（たとえば、５％）が進むことを許容している。このシナリオでは、確認応答シグ
ナリングは、競合なしの送信の許容割合とアラインするように構成され得る。さらに他の
展開では、確認応答メッセージには、とにかく独立した競合要件が適用され得る。
【００７９】
　[00108]図１１は、図２の仮想ＴＤＤフレーム構造とともに使用され得る確認応答チャ
ネルフォーマットを示すリソースマップである。この例では、確認応答シグナリングは、
競合なしの送信の許容割合とアラインするように構成されるが、確認応答チャネルの持続
時間の同じまたは同様の縮小が、競合ＲＡＴシステム１５０からの通信媒体１４０に対す
る干渉の影響を回避および／または軽減するために、より一般的には有用であり得ること
が諒解されよう。
【００８０】
　[00109]図示のように、確認応答チャネルのためのサブフレームリソースは、所与のサ
ブフレームのしきい値割合以下を占有するために、（たとえば、ＯＦＤＭシンボルの数の
点で）時間的に凝縮され、（たとえば、ＯＦＤＭトーンの数の点で）周波数において拡散
され得る。たとえば、サブフレームのしきい値割合は、２つ以下のＯＦＤＭシンボル期間
を備え得る一方、ＯＦＤＭトーンの１つまたは複数のインターリーブされたブロックで周
波数において拡散され得る。別の例として、サブフレームのしきい値割合は、ＴＤＤフレ
ーム構造によって定義されたフレームの持続時間の５％以下など、競合なしの時間期間に
対応し得る。図１１に示される例では、確認応答チャネルは、所与の展開によって与えら
れた競合なしの送信の許容割合（たとえば、上記のＥＴＳＩの例では５％）に関連するし
きい値送信持続時間を満たすために、または他の理由で、２つのＯＦＤＭ信号に凝縮され
、いくつかのＯＦＤＭトーンにわたって（たとえば、１２個のＯＦＤＭトーンのインター
リーブされたブロックにおいて）拡散されている。
【００８１】
　[00110]図１２は、図２の仮想ＴＤＤフレーム構造とともに使用され得るダウンリンク
トラフィックに確認応答するための漸進的アップリンク確認応答方式を示す。この例では
、確認応答シグナリングは別個に競合する。
【００８２】
　[00111]図示のように、漸進的確認応答方式では、連続するアップリンクサブフレーム
は、それら自体の指定された確認応答だけではなく、以前のアップリンクサブフレームか
らの確認応答も含む。このようにして、確認応答は、通信媒体１４０に対する競合に勝つ
ことができないことと、競合ＲＡＴシステム１５０から通信媒体１４０で受ける干渉の両
方に対して、よりロバストなものにされ得る。
【００８３】
　[00112]図示の例では、第１のアップリンクサブフレームが、ダウンリンクサブフレー
ムの第１のグループ１２０２に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫを搬送するために指定され、第２
のアップリンクサブフレームが、ダウンリンクサブフレームの第２のグループ１２０４に
関するＡＣＫ／ＮＡＣＫを搬送するために指定され、第３のアップリンクサブフレームが
、ダウンリンクサブフレームの第３のグループ１２０６に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫを搬送
するために指定される。グループごとのダウンリンクサブフレームの数およびダウンリン
クサブフレームグループとアップリンクサブフレーム確認応答ロケーションとの間の特定
のマッピングが、たとえば、単に例示のために示されており、適用例により異なり得るこ
とが諒解されよう。
【００８４】
　[00113]漸進的確認応答方式では、第１のアップリンクサブフレームは、ダウンリンク
サブフレームの第１のグループ１２０２に対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫを搬送し、第２のア
ップリンクサブフレームは、ダウンリンクサブフレームの第２のグループ１２０４に対応
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するＡＣＫ／ＮＡＣＫならびにダウンリンクサブフレームの第１のグループ１２０２に対
応するＡＣＫ／ＮＡＣＫを搬送し、第３のアップリンクサブフレームは、ダウンリンクサ
ブフレームの第３のグループ１２０６に対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫならびにダウンリンク
サブフレームの第１のグループ１２０２に対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫおよびダウンリンク
サブフレームの第２のグループ１２０４に対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫを搬送する。
【００８５】
　[00114]図１２にさらに示されているように、漸進的確認応答方式はまた、複数のＴＸ
ＯＰにわたり得る。図示の例では、第１のアップリンクサブフレームは、ダウンリンクサ
ブフレームの第４のグループ１２１２に対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫを搬送し、第２のアッ
プリンクサブフレームは、ダウンリンクサブフレームの第５の第２のグループ１２１４に
対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫならびにダウンリンクサブフレームの第４のグループ１２１２
に対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫを搬送し、第３のアップリンクサブフレームは、ダウンリン
クサブフレームの第６のグループ１２１６に対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫならびにダウンリ
ンクサブフレームの第４のグループ１２１２に対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫおよびダウンリ
ンクサブフレームの第５のグループ１２１４に対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫを搬送する。よ
り合理化された代替として、第３のアップリンクサブフレームのみが、グループ確認応答
として働くことができ、第１および第２のサブフレームが、ダウンリンクサブフレームの
第４のグループ１２１２またはダウンリンクサブフレームの第５のグループ１２１４につ
いての任意の情報を省略する。
【００８６】
　[00115]いくつかの設計では、ＴＸＯＰ内確認応答メッセージ（たとえば、ダウンリン
クサブフレームの第１のグループ１２０２、ダウンリンクサブフレームの第２のグループ
１２０４、およびダウンリンクサブフレームの第３のグループ１２０６に対応するＡＣＫ
／ＮＡＣＫ）とＴＸＯＰ間確認応答メッセージ（たとえば、ダウンリンクサブフレームの
第４のグループ１２１２、ダウンリンクサブフレームの第５のグループ１２１４、および
ダウンリンクサブフレームの第６のグループ１２１６に対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ）とが
組み合わせられ、同じチャネル（たとえば、ＰＵＣＣＨ）によって搬送され得る。一方、
他の設計では、ＴＸＯＰ内確認応答メッセージとＴＸＯＰ間確認応答メッセージとは、異
なるチャネルによって搬送され得る。たとえば、ＴＸＯＰ内確認応答メッセージは、制御
チャネル（たとえば、ＰＵＣＣＨ）によって搬送され得るのに対し、ＴＸＯＰ間確認応答
メッセージは、追加の能力および／またはダイバーシティのためにデータチャネル（たと
えば、ＰＵＳＣＨ）によって搬送され得る。
【００８７】
　[00116]上記で説明されたタイプの漸進的アップリンク確認応答方式を実装するために
、既存の展開に対する様々な修正が行われ得る。たとえば、（たとえば、キャリアアグリ
ゲーション（ＣＡ）方式において）コンポーネントキャリアにわたって漸進的確認応答を
容易にするために、単一サービングセル要件に対する変更が行われ得る。別の例として、
たとえば、複数のダウンリンクサブフレームにわたる確認応答により適していることがあ
る、多重化方式において漸進的確認応答を容易にするために、ＡＣＫバンドリング要件に
対する変更が行われ得る。
【００８８】
　[00117]図１３は、図１２の漸進的アップリンク確認応答方式とともに使用され得る再
送信手順を示すフローチャートである。例示的な再送信手順は、ハイブリッド自動再送要
求（ＨＡＲＱ）手順などを含む。手順１３００は、確認応答が要求されるか、または必要
とされるダウンリンク送信をアクセスポイント１１０が（たとえば、図１２におけるダウ
ンリンクサブフレームの第１のグループ１２０２のうちの１つなどのダウンリンクサブフ
レーム上で）アクセス端末１２０に送った後に始まる。
【００８９】
　[00118]図示のように、送信に確認応答するために指定されたアップリンクサブフレー
ム（たとえば、ダウンリンクサブフレームの第１のグループ１２０２のうちの１つに対す
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、アクセスポイント１１０は、ＡＣＫが受信されたかどうか、またはアクセス端末１２０
が通信媒体１４０へのアクセスを獲得することができなかったかどうかを決定する（決定
１３０２）。通信媒体１４０へのアクセスを獲得することができなかったことは、たとえ
ば、不連続送信検出手順などを使用することによって決定され得る。アクセス端末１２０
が正常に通信媒体１４０へのアクセスを獲得した場合（決定１３０２における「ｙｅｓ」
）、アクセスポイント１１０は、ＡＣＫが正常に受信されているかどうかを決定する（決
定１３０４）。たとえば、アクセスポイント１１０は、ＡＣＫを適切に復号することが可
能であることを確実にするために、巡回冗長検査（ＣＲＣ）を実行し得る。そのような決
定のロバストネスを高めるために、新しいアップリンク物理チャネルが追加の完全性検査
とともに実装され得る。ＡＣＫが正常に受信された場合（決定１３０４における「ｙｅｓ
」）、確認応答手順は完了する（ブロック１３０６）。
【００９０】
　[00119]アクセス端末１２０が、送信に確認応答するために指定されたアップリンクサ
ブフレームにおいて通信媒体１４０へのアクセスを獲得することができなかった場合（決
定１３０２における「ｎｏ」）、またはＡＣＫが正常に受信されなかった場合（決定１３
０４における「ｎｏ」）、アクセスポイント１１０は、ＡＣＫが漸進的確認応答を介して
再び提供されるべき後の時間にアクセス端末１２０が通信媒体１４０へのアクセスを獲得
することが可能であるかどうかを確かめるために、次の１つまたは複数のアップリンクサ
ブフレームを、迫っている（forthcoming）場合に、待つことができる（ブロック１３０
８）。たとえば、アクセス端末１２０がダウンリンクサブフレームの第１のグループ１２
０２のうちの１つに確認応答するために、図１２を参照しながら上記で説明された第１の
アップリンクサブフレームのために通信媒体１４２へのアクセスを獲得することができな
かった場合、またはメッセージが受信されたが誤って受信された場合、アクセスポイント
１１０は、漸進的確認応答ＡＣＫのために第２のアップリンクサブフレームまたは第３の
アップリンクサブフレームを待ち得る。
【００９１】
　[00120]アクセスポイント１１０は、ＡＣＫの正常な受信（決定１３１０）のために次
のダウンリンクサブフレームまで待ち得る。次のダウンリンクサブフレームの前にＡＣＫ
が正常に受信されたとき、確認応答手順は完了する（ブロック１３０６）。一方、次のダ
ウンリンクサブフレームの前にＡＣＫが正常に受信されなかったとき、アクセスポイント
１１０は、確認応答を欠くいずれのパケットも再送信し得る（ブロック１３１２）。
【００９２】
　[00121]図１４は、図２の仮想ＴＤＤフレーム構造とともに使用され得るアップリンク
トラフィックに確認応答するための例示的なダウンリンク確認応答方式を示すフロー図で
ある。
【００９３】
　[00122]手順１４００は、確認応答が要求されるか、または必要とされるアップリンク
送信１４０２をアクセス端末１２０がアクセスポイント１１０に送ることにより始まる。
この例では、アクセス端末１２０は、下の表１に従って再送信のために構成され、ここで
は、再送信行動を指示するために共通制御チャネル（たとえば、ＰＤＣＣＨ）とともに確
認応答チャネル（たとえば、物理ハイブリッドＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ
））を利用する。
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【表１】

【００９４】
　[00123]図示のように、共通制御チャネルは、新しい送信のためのスケジューリング許
可または再送信のためのスケジューリング許可を提供し得る。いずれの場合も、アクセス
端末１２０は、確認応答チャネル上でのＡＣＫ／ＮＡＣＫインジケーションにかかわらず
スケジューリング許可に従うように構成される。ただし、共通制御チャネル情報がない場
合、アクセス端末１２０は、（ＡＣＫに応答して）再送信するのを控えること、または（
ＮＡＣＫに応答して）再送信することによって、確認応答チャネルのＡＣＫ／ＮＡＣＫイ
ンジケーションに従う。それでも、確認応答チャネルでＡＣＫが受信されたときでも、ア
クセス端末１２０は、確認応答されたパケットを、さらなる命令を待ちながら（pending
）それの再送信バッファにおいて保持するように構成され得る。
【００９５】
　[00124]したがって、再び図１４を参照すると、アップリンク送信１４０２が正常に受
信されず、対応するＴＸＯＰ予約が、（図示のように）再送信が完了し得る前に終了する
ように設定されている場合、アクセスポイントはアクセス端末１２０に確認応答チャネル
上で肯定応答（ＡＣＫ）を送り、共通制御チャネル上でスケジューリング許可を送らない
ことがある（シグナリング１４０４）。確認応答チャネルおよび共通制御チャネルのイン
ジケータの他の組合せは、パケットを再送信することなく処分する（discard）こと、ま
たは１次ＲＡＴ送信のために予約されていないアップリンクサブフレームにおいて再送信
することのいずれかをアクセス端末に行わせるのに対し、確認応答チャネル上でＡＣＫを
送り、共通制御チャネル上でスケジューリング許可を送らないことは、アクセス端末１２
０に、パケットを保持し、さらなる命令を待つようにさせる。通信媒体１４０が取り戻さ
れ（recaptured）、新しいＴＸＯＰ予約が有効となる後の時点で、アクセスポイント１１
０は、パケットを再送信するための適切なスケジューリング許可をアクセス端末１２０に
送り得（シグナリング１４０６）、アクセス端末１２０は、しかるべくパケットを再送信
し得る（シグナリング１４０８）。
【００９６】
　[00125]図１５は、通信媒体１４０上で実装され得る例示的な不連続送信（ＤＴＸ）通
信方式のいくつかの態様を示す。ＤＴＸ通信方式は、（ｉ）アクセスポイント１１０とア
クセス端末１２０との間の１次ＲＡＴ通信と（ｉｉ）競合ＲＡＴシステム１５０に関連す
る他の競合ＲＡＴ通信との間の共存の公平性を促進するために使用され得る。アクセスポ
イント１１０は、たとえば、上記で説明されたように比較的積極的な競合パラメータと他
の技法とを使用して１次ＲＡＴ通信のために通信媒体１４０を捕らえ得る一方、それは、
通信媒体１４０でのそれの１次ＲＡＴ通信を、一連のアクティブ期間１５０４に制限し、
通信の他の非アクティブ期間１５０６の間は通信媒体１４０を競合ＲＡＴシステム１５０
に譲り得る。アクティブ期間１５０４と非アクティブ期間１５０６との間の関係は、公平
性を保証するのを助けるように様々な方法で適応され得る。
【００９７】
　[00126]一般に、アクティブ期間１５０４と非アクティブ期間１５０６との間の切替え
は、上記でより詳細に説明された競合手順に基づいて条件付き（conditional）であり得
る。図示の例では、通信媒体１４０は、それぞれのアクティブ期間１５０４に対応する、
第１のＴＸＯＰ（ＴＸＯＰ1）（たとえば、１無線フレーム）の間および再び後に第２の
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ＴＸＯＰ（ＴＸＯＰ2）の間における１次ＲＡＴ動作のために捕らえられ、アクセスなし
の散在する期間は、それぞれの非アクティブ期間１５０６に対応する。長さＴDTXを有し
、アクティブ期間１５０４のうちの１つまたは複数と非アクティブ期間１５０６のうちの
１つまたは複数とを包含するＤＴＸサイクル１５０８として、所与の時間期間が指定され
得る。１つまたは複数のＤＴＸサイクル１５０８のセットが、集合的にＤＴＸ通信パター
ン１５００を形成し得る。
【００９８】
　[00127]各アクティブ期間１５０４に関連する時間期間ＴONの間には、通信媒体１４０
上での１次ＲＡＴ送信は、通常の比較的高い送信電力（ＴＸHIGH）で進み得る。一方、各
非アクティブ期間１５０６に関連する時間期間ＴOFFの間には、通信媒体１４０上での１
次ＲＡＴ送信は、通信媒体１４０を競合ＲＡＴシステム１５０に譲るために、無効化され
るか、または少なくとも十分に、比較的低い送信電力（ＴＸLOW）に低減される。しかし
ながら、この時間の間に、媒体利用測定、媒体利用感知など、様々なネットワークリスニ
ング機能および関連する測定が実行され得る。
【００９９】
　[00128]ＤＴＸ通信方式は、１つまたは複数のＤＴＸパラメータのセットによって特徴
付けられ得る。たとえば、期間（すなわち、ＴCYCLEの長さ）、デューティサイクル（す
なわち、Σ　ＴON／ＴDTX）、ならびにアクティブ期間１５０４および非アクティブ期間
１５０６の間のそれぞれの送信電力（それぞれＴＸHIGHおよびＴＸLOW）を含む、関連す
るＤＴＸパラメータの各々は、ＤＴＸ通信方式を動的に最適化するように通信媒体１４０
上の現在のシグナリング状況に基づいて適応され得る。たとえば、競合ＲＡＴシステム１
５０のＲＡＴに従って動作するように構成されたアクセスポイント１１０の２次ＲＡＴト
ランシーバは、通信媒体１４０へのアクセスを求めて１次ＲＡＴ通信と競合し得る競合Ｒ
ＡＴシグナリングのために、時間期間ＴOFFの間に通信媒体１４０を監視するようにさら
に構成され得る。アクセスポイント１１０は、競合ＲＡＴシステム１５０による通信媒体
１４０の利用に関連する利用メトリックを決定し得る。利用メトリックに基づいて、それ
に基づいて通信媒体１４０へのアクセスを求めるそれの競合を制限する（たとえば、デュ
ーティサイクル割振りが使い尽くされると、所与のＤＴＸサイクル１５０８において通信
媒体１４０へのアクセスを求めて競合するのを中止する）ように、関連するパラメータは
設定され得、アクセスポイント１１０の１次ＲＡＴトランシーバは構成され得る。
【０１００】
　[00129]一例として、利用メトリックが高い（たとえば、しきい値を上回る）場合、パ
ラメータのうちの１つまたは複数は、（たとえば、デューティサイクルまたは送信電力の
減少を介して）１次ＲＡＴによる通信媒体１４０の使用が減らされるように調整され得る
。逆に、利用メトリックが低い（たとえば、しきい値を下回る）場合、パラメータのうち
の１つまたは複数は、（たとえば、デューティサイクルまたは送信電力の増大を介して）
１次ＲＡＴによる通信媒体１４０の使用が増やされるように調整され得る。
【０１０１】
　[00130]図２に戻ると、システム収集が適時に効率な方法で達成されることを確実にす
るのを助けるために、通信媒体１４０でのある種の同期シグナリング（synchronization 
signaling）のロバストネスを高めることは有利であり得る。たとえば、ＰＳＳ／ＳＳＳ
などの同期シグナリングは、シングルショット検出を容易にするために、周波数および／
または時間で、より高い密度で繰り返され得る（たとえば、２０ｍｓのウィンドウで２～
４回発生）。より広がった同期シグナリング方式は、より良好なレイテンシパフォーマン
スを提供し得るが、干渉に起因する消去に直面し得る通信媒体１４０などの競合ベースの
環境ではロバストネスを優先することが望まれ得る。図３は、ＰＳＳ／ＳＳＳが４回繰り
返される例示的なｅＤＲＳ構成を示す。別の例として、ＰＳＳ／ＳＳＳなどの同期シグナ
リングは、検出可能性を改善するために電力を引き上げられ得る。別の例として、ＰＳＳ
／ＳＳＳなどの同期シグナリングは、チャネル予約メッセージング（たとえば、アクセス
ポイント１１０および／またはアクセス端末１２０によるＣＴＳ２Ｓ）によって保護され
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得る。
【０１０２】
　[00131]図１６は、図２の仮想ＴＤＤフレーム構造とともに使用され得るシステム収集
手順を示すシグナリングフロー図である。この例では、アクセスポイント１１０は、図２
の仮想ＴＤＤフレーム構造に従って通信媒体１４０でサービスを提供しており、アクセス
端末１２０は、システム収集を実行している。
【０１０３】
　[00132]図示のように、アクセス端末１２０は最初に、システム同期情報（たとえば、
ＰＳＳ／ＳＳＳシグナリング）を受信する（シグナル１６１２）。図３および図４を参照
すると、ＰＳＳ／ＳＳＳなどの同期シグナリングは繰り返し受信され、必要に応じてＰＳ
Ｓ／ＳＳＳシグナリングを再構成するために周波数および／または時間で組み合わせられ
得る（ブロック１６１４）。これから、アクセス端末１２０は、アクセスポイント１１０
の物理セル識別子（ＰＣＩ）と、タイムスロットと、フレーム同期とを収集し、これらは
、アクセス端末１２０が他の情報を突き止め（locate）、復号することを可能にする。
【０１０４】
　[00133]特に、アクセス端末１２０は、アクセスポイント１１０によってブロードキャ
ストされたＭＩＢ（シグナル１６１６）を復号することが可能である。上記で説明された
ように、ＭＩＢは、通信媒体１４０などの共有動作環境において異なり得る、アクセスポ
イント１１０に関連する事業者識別情報（たとえば、ＰＬＭＮ　ＩＤ）を区別するために
使用され得る。別の例として、事業者識別情報は、ＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳとともにスクラ
ンブルされ得る。復号された情報に基づいて、アクセス端末１２０は、ＳＩＢ－１、ＳＩ
Ｂ－２などの他のシステム情報ブロック（シグナル１６１８）を復号し得る。ＳＩＢ－１
およびＳＩＢ－２の復号は、アクセス端末１２０が（たとえば、ランダムアクセスチャネ
ル（ＲＡＣＨ）を介して）システムにアクセスし始めることを可能にする（シグナル１６
２０）。図３に関して上記でｅＳＩＢとして言及された、新しい凝縮された（condensed
）ＳＩＢフォーマットが使用されてもよい。
【０１０５】
　[00134]図１７は、図２の仮想ＴＤＤフレーム構造とともに使用するように適応され得
る例示的なランダムアクセス手順を示すシグナリングフロー図である。この例では、アク
セスポイント１１０は、図２の仮想ＴＤＤフレーム構造に従って通信媒体１４０でサービ
スを提供しており、アクセス端末１２０は、アップリンクリソースへのアクセスを獲得す
るために物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）で競合ベースのランダムアクセス
手順を実行している。
【０１０６】
　[00135]競合ベースのランダムアクセスは、一般に４つの部分の手順として実行され得
る。最初に、アクセス端末１２０は、ランダムアクセスプリアンブル（Ｍｓｇ１　１７１
２）を送信し、そのフォーマットおよびＰＲＡＣＨ時間領域リソース割振りは、ＰＲＡＣ
Ｈ－ＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎＩｎｄｅｘパラメータによって示され得る。Ｍｓｇ１を
送信するとともに、アクセス端末１２０は、（たとえば、ｒａ－ＲｅｓｐｏｎｓｅＷｉｎ
ｄｏｗＳｉｚｅパラメータに従って）ランダムアクセス応答（ＲＡＲ）タイマーを設定し
（ブロック１７２２）、共通制御チャネル（たとえば、ＰＤＣＣＨ）上でＲＡＲメッセー
ジ（Ｍｓｇ２　１７１４）を待つ。ＲＡＲタイマーが終了する前にＭｓｇ２を受信すると
、アクセス端末１２０はＲＡＲタイマーをキャンセルする（ブロック１７２４）。それ以
外は、アクセス端末１２０はＭｓｇ１　１７１２を再送信する。
【０１０７】
　[00136]Ｍｓｇ２では、アクセス端末１２０は、ＲＲＣ要求（Ｍｓｇ３　１７１６）を
送信する際に利用されるべきタイミングアラインメント値と、リソース（アップリンク許
可）と、一時識別子（たとえば、セル無線ネットワーク一時識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ））と
を受信する。Ｍｓｇ３を送信するとともに、アクセス端末１２０は、（たとえば、ｍａｃ
－ＣｏｎｔｅｎｔｉｏｎＲｅｓｏｌｕｔｉｏｎＴｉｍｅｒパラメータに従って）競合解決
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（ＣＲ）タイマーを設定する（ブロック１７２６）。
【０１０８】
　[00137]Ｍｓｇ３の送信後、アクセス端末１２０は、ＣＲタイマーの終了まで、ＣＲメ
ッセージの一時識別子を含むＣＲメッセージ（Ｍｓｇ４　１７１８）のために、共通制御
チャネルを監視する。Ｍｓｇ４を正常に復号するとともに、アクセス端末１２０はＣＲタ
イマーをキャンセルする（ブロック１７２８）。
【０１０９】
　[00138]ランダムアクセスが図２の仮想ＴＤＤフレーム構造と協調することを確実にす
るために、ランダムアクセスパラメータのうちの１つまたは複数は、積極的競合ｅＤＲＳ
に先行する無線フレームにのみ入るように、ＰＲＡＣＨ（時間）リソースとアクセスポイ
ント応答とを制限するように特別に構成され得る。たとえば、アクセスポイントは、（た
とえば、Ｔ０＝２（奇数のフレームのみ）とＴ１＝０（前半のフレームに位置する）とを
満たすｐｒａｃｈ－ＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎＩｎｄｅｘを介して）奇数のフレームの
前半にのみ入るようにＰＲＡＣＨリソースを構成すること、（たとえば、ｒａ－Ｒｅｓｐ
ｏｎｓｅＷｉｎｄｏｗＳｉｚｅを介して）通信媒体１４０へのアクセスがダウンリンクの
ためにそれの前に取得されなかった（not won）場合に、次のｅＤＲＳサブフレームをカ
バーするようにＲＡＲウィンドウを構成すること、（たとえば、ｍａｃ－Ｃｏｎｔｅｎｔ
ｉｏｎＲｅｓｏｌｕｔｉｏｎＴｉｍｅｒを介して）複数のｅＤＲＳサブフレームをカバー
するように競合解決ウィンドウを構成すること、などができる。
【０１１０】
　[00139]図１８は、図２の仮想ＴＤＤフレーム構造とともに動作するための図１７のラ
ンダムアクセス手順の例示的な適応を示すタイミング図である。この例では、積極的競合
ｅＤＲＳ周期性は、ＴAC-eDRS＝２無線フレーム、（すなわち、奇数の無線フレームと、
前半のフレームと、第２のアップリンクサブフレームとを指定する（０，２，０，１）構
成に対応する）ｐｒａｃｈ－ＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎＩｎｄｅｘ＝１、ＲＡＲウィン
ドウパラメータｒａ－ＲｅｓｐｏｎｓｅＷｉｎｄｏｗＳｉｚｅ＝１０ｍｓ、およびＭｓｇ
３競合ウィンドウパラメータｍａｃ－ＣｏｎｔｅｎｔｉｏｎＲｅｓｏｌｕｔｉｏｎＴｉｍ
ｅｒ＝６４ｍｓに設定される。
【０１１１】
　[00140]図示のように、図１８のタイミング図は、ＳＦＮN-1からＳＦＮN+2まで番号付
けされた４つの無線フレームを含む、積極的競合ｅＤＲＳの２つのサイクルをカバーする
。ＲＡＲ　Ｍｓｇ２がＳＦＮN（積極的競合ｅＤＲＳ無線フレーム）において配信される
ことを確実にするために、アクセス端末１２０はそれのプリアンブルＭｓｇ１を、先行す
るＳＦＮN-1において、ｐｒａｃｈ－ＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎＩｎｄｅｘによって指
定されたアップリンクサブフレームの間に送る。ＲＡＲウィンドウパラメータｒａ－Ｒｅ
ｓｐｏｎｓｅＷｉｎｄｏｗＳｉｚｅが比較的長い値に設定されるので（１０ｍｓは説明の
ための例である）、ＳＦＮN（積極的競合ｅＤＲＳ無線フレーム）の第１のサブフレーム
において配信されるＲＡＲ　Ｍｓｇ２は、ＲＡＲウィンドウ内にあることが保証される。
【０１１２】
　[00141]図１７を参照しながら上記でより詳細に説明されたように、アップリンク許可
を指定するＲＡＲ　Ｍｓｇ２を受信すると、アクセス端末１２０は、ＲＲＣ　Ｍｓｇ３を
（たとえば、後にＳＦＮNにおいて）送り、それのＣＲタイマーを設定し得る。ＣＲタイ
マーパラメータｍａｃ－ＣｏｎｔｅｎｔｉｏｎＲｅｓｏｌｕｔｉｏｎＴｉｍｅｒが比較的
長い値に設定されるので（６４ｍｓは説明のための例である）、アクセス端末１２０は、
ＳＦＮN+1（競合ＲＡＴシステム１５０に競合で負け得る日和見的競合ｅＤＲＳ無線フレ
ーム）よってもたらされる遅延に起因してＣＲタイマーが終了することなく、ＣＲ　Ｍｓ
ｇ４を受信するためにＳＦＮN+2において別の積極的競合ｅＤＲＳ無線フレームを待ち得
る。
【０１１３】
　[00142]いくつかの設計では、様々なランダムアクセス手順メッセージは、チャネル予
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約メッセージによってさらに保護され得る。たとえば、アクセス端末１２０は、（特に、
ランダムアクセスプリアンブル（Ｍｓｇ１）が再度送られている場合に）追加の保護のた
めにランダムアクセスプリアンブル（Ｍｓｇ１）の前にチャネル予約メッセージを送り得
る。同様に、アクセス端末１２０はまた、追加の保護のためにＲＡＲメッセージ（Ｍｓｇ
２）の前にチャネル予約メッセージを送り得る。アクセスポイント１１０は、それが、ラ
ンダムアクセスプリアンブル（Ｍｓｇ１）を検出したときに、ＲＡＲメッセージ（Ｍｓｇ
２）の前にチャネル予約メッセージを送り得る。アクセスポイント１１０（またはアクセ
ス端末１２０）はまた、（たとえば、ＲＡＲメッセージ（Ｍｓｇ２）の場合と共通または
別個のチャネル予約メッセージを介して）ＲＲＣ要求（Ｍｓｇ３）のために通信媒体１４
０を予約しようと試み得る。チャネル予約メッセージングはまた、ＲＲＣ要求（Ｍｓｇ３
）許可済みスロットと、ＲＲＣ要求（Ｍｓｇ３）Ｐ－ＨＩＣＨと、競合解決メッセージ（
Ｍｓｇ４）とを保護するために使用され得る。（ネットワークでシグナリングされるイン
バウンドモビリティなどの）いくつかの場合には、アクセスポイント１１０はまた、チャ
ネル予約メッセージを介してランダムアクセスプリアンブル（Ｍｓｇ１）を保護すること
が可能であり得る。
【０１１４】
　[00143]いくつかの設計では、様々なランダムアクセス手順メッセージが、アクセスポ
イント１１０の、アクセスが要求されているものとは異なるコンポーネントキャリア（Ｐ
ＣｅｌｌまたはＳＣｅｌｌ）上で送られ得る。アクセスポイント１１０のコンポーネント
キャリア構成は、たとえば、ＲＲＣハンドオーバコマンドの一部としてブロードキャスト
されるか、または送られ得る。一例として、アクセス端末１２０は、所望の時間に空いて
いるアクセスポイント１１０のどのコンポーネントキャリア上でもランダムアクセスプリ
アンブル（Ｍｓｇ１）を送り得る。アクセスポイント１１０も、アクセスポイント１１０
の各コンポーネントキャリア上でＲＡＲメッセージ（Ｍｓｇ２）を送り得る。さらに、Ｒ
ＲＣ要求（Ｍｓｇ３）によって指定されたアップリンク許可は、コンポーネントキャリア
の各々に適用されるように指定され得る。ＨＡＲＱプロセスフィードバック再送信許可も
、アクセスポイント１１０のコンポーネントキャリアの各々に適用されるように指定され
得る。
【０１１５】
　[00144]アクセス端末１２０は、ＲＡＣＨ手順の間に別のアクセス端末と競合すること
があり、競合完了メッセージ（Ｍｓｇ４）をアクセス端末１２０は受信するが、他のアク
セス端末は（たとえば、競合ＲＡＴシステム１５０からの干渉に起因して）受信しない可
能性がある。このケースに対処するために、アクセスポイント１１０は、競合の終わりま
で競合解決アップリンクリソースの許可を回避することによって、（アクセスポイント１
１０はそれを認識していないので潜在的な）他のアクセス端末を保護することを選択し得
、これは、ＲＲＣ要求（Ｍｓｇ３）のための再送信プロセスを一時停止することによって
行われ得る。
【０１１６】
　[00145]図１９は、図２の仮想ＴＤＤフレーム構造とともに使用するように適応された
例示的なページング構造を示すタイミング図である。この例では、例示の目的で、積極的
競合ｅＤＲＳ周期性が４無線フレーム（すなわち、ＴAC-eDRS＝４）に設定され、ページ
ングサイクルが３２無線フレームに設定される。
【０１１７】
　[00146]ページングフレーム（ＰＦ）は、ページングおよびシステム情報変更通知に使
用されるページングメッセージを送るための１つまたは複数のページングオケージョン（
ＰＯ）サブフレームを含み得る無線フレームである。ＬＴＥでは、たとえば、アクセス端
末１２０（この例ではＬＴＥ　ＵＥ）のＰＦのロケーションは、いくつかのページングパ
ラメータによって、以下の式に従って定められる。
　ＳＦＮ　ｍｏｄ　Ｔ　＝　（Ｔ／Ｎ）＊（ＵＥ＿ＩＤ　ｍｏｄ　Ｎ）　　　（式１）
【０１１８】
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　[00147]ここで、Ｔはｍｉｎ（ＵＥ固有ＤＲＸ値，ＤｅｆａｕｌｔＰａｇｉｎｇＣｙｃ
ｌｅ）であり、ＵＥ固有ＤＲＸサイクルとデフォルトのセル固有ＤＲＸサイクルとの間に
おける最小ＤＲＸサイクルを表す。一方、Ｎはｍｉｎ（Ｔ，ｎＢ）であり、ＵＥのページ
ングサイクルにおけるページングフレームの数を表し、ここでｎＢ＝｛２Ｔ，Ｔ，Ｔ／２
，Ｔ／４，Ｔ／８，Ｔ／１６，Ｔ／３２｝である。最後に、ＵＥ＿ＩＤは国際モバイル加
入者識別情報（ＩＭＳＩ）　ｍｏｄ　１０２４であり、擬似ランダム間隔値（a pseudora
ndom spacing value）として使用される。ＤｅｆａｕｌｔＰａｇｉｎｇＣｙｃｌｅおよび
ｎＢパラメータは、システム情報（ＳＩＢ－２）においてブロードキャストされる。
【０１１９】
　[00148]上記のＬＴＥの例を続けると、アクセス端末１２０（この例でもＬＴＥ　ＵＥ
）のＰＦでのＰＯのロケーションは、他のページングパラメータによって、以下の式に従
って定められる。
　ｉ＿ｓ＝ｆｌｏｏｒ（ＵＥ＿ＩＤ／Ｎ）　ｍｏｄ　Ｎｓ　　　（式２）
【０１２０】
　[00149]ここで、追加のパラメータＮｓ＝ｍａｘ（１，ｎＢ／Ｔ）である。
【０１２１】
　[00150]積極的競合ｅＤＲＳサブフレームの間にページングがスケジュールされること
を確実にするために、ページングパラメータのうちの１つまたは複数は、積極的競合ｅＤ
ＲＳサブフレームを含む無線フレームとすべてのＰＦをアラインするように、またその中
にある積極的競合ｅＤＲＳサブフレームとすべてのＰＯをアラインするように、積極的競
合ｅＤＲＳ周期性に基づいて特別に構成され得、これは実質的に、アクセスポイント１１
０のＴＸＯＰとなるように保証される。たとえば、ｎＢパラメータは、積極的競合ｅＤＲ
Ｓ周期性とＰＦ周期性をマッチさせるために（Ｔ／ＴAC-eDRS）に設定され得る。図示の
例では、図１９では、積極的競合ｅＤＲＳ周期性は４無線フレーム（すなわち、ＴAC-eDR

S＝４）に設定されており、ｎＢはｎＢ＝Ｔ／４＝８に設定され得、したがって、Ｎ＝ｍ
ｉｎ（Ｔ，Ｔ／４）＝Ｔ／４＝８およびＮｓ＝ｍａｘ（１，１／４）＝１である。したが
って、所与のＰＦのロケーションは、ＳＦＮ　ｍｏｄ　Ｔ＝４＊（ＵＥ＿ＩＤ　ｍｏｄ　
Ｔ／４）＝４の倍数にあり、これは、積極的競合ｅＤＲＳサブフレームを含む無線フレー
ムとアラインしており、所与のＰＯのロケーションは、ｉ＿ｓ＝ｆｌｏｏｒ（ＵＥ＿ＩＤ
／８）　ｍｏｄ　１　＝０にあり、これは、積極的競合ｅＤＲＳサブフレームとアライン
しており、そこでは、アクセスポイント１１０が通信媒体１４０を捕捉する可能性が最も
高い。
【０１２２】
　[00151]図２０は、図２の仮想ＴＤＤフレーム構造とともに使用され得るハンドオーバ
手順の例示的な態様を示すシグナリングフロー図である。この例では、アクセス端末１２
０は、アクセスポイント１１０との接続状態で動作しており、それは、ハンドオーバ手順
のソースアクセスポイントとして働く。ソースアクセスポイント１１０は通信媒体１４０
で、ＰＣｅｌｌ２００２とＳＣｅｌｌ２００４とを含む２つのセルを介してそれぞれのコ
ンポーネントキャリア上でサービスを提供する。近くで動作している近隣アクセスポイン
ト２０１０は、ハンドオーバ手順のターゲットアクセスポイントとして働く。ターゲット
アクセスポイント２０１０も同様に通信媒体１４０で、ＰＣｅｌｌ２００６とＳＣｅｌｌ
２００８とを含む２つのセルを介してそれぞれのコンポーネントキャリア上でサービスを
提供する。図示のシグナリングは、関連部分においてのみ示される一般化であり、所与の
ハンドオーバ手順実装形態では、ある種の図示のシグナリングが省略されることがあり、
他のシグナリングが追加されることがあることが諒解されよう。たとえば、バックワード
ハンドオーバ手順は、アクセス端末１２０とソースアクセスポイント１１０との間のある
種のハンドオーバ関連情報の交換を含み得るのに対し、フォワードハンドオーバ手順は、
このシグナリングを省略すること、またはアクセス端末１２０とターゲットアクセスポイ
ント２０１０との間の同様もしくは代替のハンドオーバ関連情報の交換を含むことができ
る。
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【０１２３】
　[00152]アクセス端末１２０は、ソースアクセスポイント１１０との接続の間に、様々
なシグナリング測定を実行し、報告する（シグナリング２０２０）。たとえば、アクセス
端末１２０は、それのサービングセル（たとえば、ソースアクセスポイント１１０のＰＣ
ｅｌｌ２００２）および任意の候補隣接セル（たとえば、ターゲットアクセスポイント２
０１０のＰＣｅｌｌ２００６）の信号強度／品質（たとえば、受信信号強度インジケータ
（ＲＳＳＩ）、基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）など）を監視し得る。上記でより詳細に説
明されたように、測定は、図２の仮想ＴＤＤフレーム構造に基づいて１つまたは複数のｅ
ＤＲＳサブフレームにおいて実行され得る。
【０１２４】
　[00153]いくつかの設計では、測定ギャップスケジューリングに依存するのではなく、
別個の受信機チェーン（たとえば、１次ＲＡＴトランシーバの第２のインスタンス）を使
用して周波数間測定を実行することは有利であり得る。他の設計では、測定ギャップが利
用されるとき、それらは、１つまたは複数のｅＤＲＳサブフレームとアラインする（たと
えば、比較的短く頻繁になる）ようにスケジュールされ得る。さらに、フレーム構造タイ
ミングは、あるコンポーネントキャリアから次のコンポーネントキャリアに、それらのそ
れぞれのｅＤＲＳサブフレームが重複しないようにオフセットされ得、それによって、周
波数間測定と周波数内測定の両方が対立せずに実行されることが可能になる。
【０１２５】
　[00154]図２０に戻ると、ある時点において、シグナリング測定に基づいてハンドオー
バトリガリングイベントが検出され得る（ブロック２０２２）。たとえば、周波数内隣接
セルの信号強度／品質がサービングセルの信号強度／品質を、時間のしきい値量に対する
しきい値（たとえば、３２０ｍｓに対する３ｄＢ）だけ上回るときに、ＬＴＥ「Ａ３」イ
ベントなどの周波数内トリガリングイベントが検出され得る。別の例として、サービング
セルの信号強度／品質がしきい値（たとえば、－１１８ｄＢ）を割り込むときに、ＬＴＥ
「Ａ２」イベントなどの周波数間トリガリングイベントが検出され得る。別の例として、
周波数間隣接セルの信号強度／品質が別のしきい値を上回るときに、ＬＴＥ「Ａ４」イベ
ントなどの周波数間トリガリングイベントが検出され得る。
【０１２６】
　[00155]ハンドオーバトリガリングイベントの検出（ブロック２０２２）に応答して、
ソースアクセスポイント１１０は、ターゲットアクセスポイント２０１０に移動するよう
アクセス端末１２０に命令するハンドオーバコマンド（たとえば、ＲＲＣ接続再構成メッ
セージ）をアクセス端末１２０に送り得る（シグナリング２０２４）。応答してまたは独
立して、アクセス端末１２０は次いで、ターゲットアクセスポイント２０１０に接続する
ためのアクセス手順（たとえば、ＲＡＣＨ、ＲＲＣ接続再確立要求など）を開始し得る（
シグナリング２０２６）。アクセス端末１２０がターゲットアクセスポイント２０１０に
接続すると、それらは、ハンドオーバを完了させるためにハンドオーバ確認（たとえば、
ＲＲＣ接続再構成完了、ＲＲＣ接続再確立、ＲＲＣ接続確立完了＋再構成など）を交換し
得る（シグナリング２０２８）。
【０１２７】
　[00156]図２０に示されているように、様々なハンドオーバシグナリングは、代替コン
ポーネントキャリアまたはさらには複数のコンポーネントキャリア上でのそれらの送信を
構成することによって、通信媒体１４０上で生じ得る競合および干渉問題に対処するため
に、よりロバストなものにされ得る。たとえば、測定報告シグナリング２０２０が、アク
セス端末１２０からソースアクセスポイント１１０にＰＣｅｌｌ２００２、ＳＣｅｌｌ２
００４、または両方を介して送られ得る。別の例として、ハンドオーバコマンドシグナリ
ング２０２４が、ソースアクセスポイント１１０からアクセス端末１２０にＰＣｅｌｌ２
００２、ＳＣｅｌｌ２００４、または両方を介して送られ得る。別の例として、アクセス
シグナリング２０２６が、アクセス端末１２０からターゲットアクセスポイント２０１０
にＰＣｅｌｌ２００６、ＳＣｅｌｌ２００８、または両方を介して送られ得る。別の例と
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して、ハンドオーバ確認シグナリング２０２８が、ターゲットアクセスポイント２０１０
とアクセス端末１２０との間でＰＣｅｌｌ２００６、ＳＣｅｌｌ２００８、または両方を
介して交換され得る。
【０１２８】
　[00157]同様に、同期をよりロバストに維持するために、アクセス端末はまた、ソース
アクセスポイント１１０の場合のＰＣｅｌｌ２００２、ＳＣｅｌｌ２００４、または両方
、およびターゲットアクセスポイント２０１０の場合のＰＣｅｌｌ２００６、ＳＣｅｌｌ
２００８、または両方を介した同期シグナリング（たとえば、無線リンク監視（ＲＬＭ）
）を監視し得る。
【０１２９】
　[00158]無線（over-the-air）シグナリングに加えて、ソースアクセスポイント１１０
およびターゲットアクセスポイント２０１０は、ハンドオーバプロセスを容易にするため
にバックホール２０５０（たとえば、Ｘ２接続）を介して様々なシグナリングを交換し得
る。たとえば、ソースアクセスポイント１１０はターゲットアクセスポイント２０１０に
、アクセス端末状態情報、セキュリティ情報、アクセス端末能力情報、アクセス端末関連
論理接続の識別情報などの、アクセス端末１２０に関するアクセス端末コンテキスト情報
２０５２を送り得る。
【０１３０】
　[00159]様々なバックホールハンドオーバシグナリングはまた、ハンドオーバトリガリ
ングを予期して、早期にセットアップ情報を交換することによって、通信媒体１４０上で
生じ得る競合およびレイテンシ問題に対処するために、よりロバストなものにされ得る。
たとえば、ソースアクセスポイント１１０は、ターゲットアクセスポイント２０１０に潜
在的なハンドオーバの準備をさせるために、ハンドオーバが始まる前にターゲットアクセ
スポイント２０１０にアクセス端末コンテキスト２０５２を予測的に提供し得る。交換は
、測定報告（シグナリング２０２０）における情報によって促進され得る。たとえば、サ
ービングアクセスポイント１１０の信号強度／品質が、実際のハンドオーバトリガしきい
値よりも高いハンドオーバ警告しきい値を割り込んだときに、交換は促進され得る。
【０１３１】
　[00160]いくつかの設計では、ハンドオーバシグナリングのために通信媒体１４０への
アクセスを優先するために、ソースアクセスポイント１１０、ターゲットアクセスポイン
ト２０１０、またはアクセス端末１２０は、ｅＤＲＳサブフレームのための積極的な競合
に関して上記でより詳細に説明されたような比較的積極的な競合パラメータ（たとえば、
比較的低いバックオフしきい値、比較的小さい競合ウィンドウなど）を使用して、通信媒
体１４０に対して競合し得る。
【０１３２】
　[00161]いくつかの設計では、様々なハンドオーバメッセージは、チャネル予約メッセ
ージによってさらに保護され得る。たとえば、アクセス端末１２０は、測定報告シグナリ
ング２０２０の前に、ＰＣｅｌｌ２００２、ＳＣｅｌｌ２００４、または両方に対応する
キャリアを介して、チャネル予約メッセージを送り得る。別の例として、ソースアクセス
ポイント１１０は、ハンドオーバコマンドシグナリング２０２４の前に、ＰＣｅｌｌ２０
０２、ＳＣｅｌｌ２００４、または両方に対応するキャリアを介して、チャネル予約メッ
セージを送り得る。別の例として、アクセス端末１２０は、アクセスシグナリング２０２
６の前に、ＰＣｅｌｌ２００６、ＳＣｅｌｌ２００８、または両方に対応するキャリアを
介して、チャネル予約メッセージを送り得る。別の例として、ターゲットアクセスポイン
ト２０１０は、ハンドオーバ確認シグナリング２０２８の前に、ＰＣｅｌｌ２００６、Ｓ
Ｃｅｌｌ２００８、または両方に対応するキャリアを介して、チャネル予約メッセージを
送り得る。アクセス端末１２０がソースアクセスポイント１１０を介してターゲットアク
セスポイント２０１０のＰＣｅｌｌおよびＳＣｅｌｌ　ＲＡＣＨ構成およびペアリングを
知らされていない場合、それは、キャリアアグリゲーション目的でセルのペアにどのセル
が対応するかをアクセス端末に知らせるターゲットアクセスポイント２０１０からのブロ
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ードキャスト情報から、ペアリングを導出し得る。
【０１３３】
　[00162]異なる事業者に関連する１次ＲＡＴデバイスからｅＤＲＳサブフレームへの干
渉を軽減するために、図２の仮想ＴＤＤフレーム構造は、事業者にわたってｅＤＲＳサブ
フレームのアラインメントを回避するように時間的にずらされ得る。
【０１３４】
　[00163]図２１は、図２の仮想ＴＤＤフレーム構造による事業者間フレームずらしの一
例を示す。例示の目的で、アクセスポイント１１０は、同じであるがオフセットされたフ
レーム構造に従って動作する別のアクセスポイント２１１０を含む協調システムの一部と
して示されている。アクセスポイント１１０およびアクセスポイント２１１０は異なる事
業者によって提供されており、アクセスポイント１１０は第１の事業者Ａ（ＯＰ－Ａ）に
対応し、アクセスポイント２１１０は第２の事業者Ｂ（ＯＰ－Ｂ）に対応する。
【０１３５】
　[00164]図示のように、第１の事業者Ａに関連する無線フレームは、第２の事業者Ｂに
関連する無線フレームと比較して、いくつかのサブフレームだけオフセットされる。図示
の例では、オフセットは５サブフレームであり、たとえば、事業者ＢのＳＦＮ　Ｎの開始
は、事業者ＡのＳＦＮ　Ｎの開始の５サブフレーム後に始まる。各事業者は、ランダムに
、または事業者固有のパラメータに応じて（たとえば、ＰＬＭＮ　ＩＤに基づいて）オフ
セットを選択し得る。これは、無線フレームごとに送られたｅＤＲＳサブフレームの場合
に１／１０、１無線フレームおきに（every other radio frame）送られたｅＤＲＳサブ
フレームの場合に１／２０、などの再使用パターンを可能にする。追加または代替として
、ｅＤＲＳシグナリング（たとえば、ＰＳＳ／ＳＳＳ）は、ｅＤＲＳサブフレーム内でず
らされ得、ＣＲＳなどの他のシグナリングは、周波数で（たとえば、最大３サブキャリア
だけ）オフセットされ得る。
【０１３６】
　[00165]図２２は、上記で説明された技法による通信の例示的な方法を示すフロー図で
ある。方法２２００は、たとえば、共有通信媒体上で動作するアクセスポイント（たとえ
ば、図１に示されるアクセスポイント１１０）によって実行され得る。一例として、通信
媒体は、ＬＴＥ技術デバイスとＷｉ－Ｆｉ技術デバイスとの間で共有される免許不要無線
周波数帯域上に１つまたは複数の時間、周波数、または空間リソースを含み得る。
【０１３７】
　[00166]図示のように、アクセスポイントは、第１の持続時間にわたる第１のＴＸＯＰ
のために通信媒体へのアクセスを求めて競合し得る（ブロック２２０２）。アクセスポイ
ントは、第１のＴＸＯＰの間にアクセス端末に、第２の持続時間にわたる第２のＴＸＯＰ
のためにアップリンクリソースをアクセス端末に許可するスケジューリング許可を送信し
得る（ブロック２２０４）。アクセスポイントは、第２のＴＸＯＰのために通信媒体への
アクセスを求めて競合し得る（ブロック２２０６）。アクセスポイントは、第２のＴＸＯ
Ｐの間に、許可されたアップリンクリソースでアクセス端末からアップリンクシグナリン
グを受信し得る（ブロック２２０８）。
【０１３８】
　[00167]上記でより詳細に説明されたように、第１のＴＸＯＰおよび第２のＴＸＯＰは
、第１の持続時間と第２の持続時間との間に介在時間期間があるように時間的に不連続で
あり得る。さらに、スケジューリング許可は、介在時間期間のためにスケジュールされた
任意のアップリンクサブフレームを無視し、許可されたアップリンクリソースを第２のＴ
ＸＯＰの間のアップリンクサブフレームに持ち越すように、アクセス端末を構成し（conf
igure）得る。
【０１３９】
　[00168]アクセスポイントはまた、第１のＴＸＯＰ、第２のＴＸＯＰ、または両方のた
めに通信媒体を予約するチャネル予約メッセージを送信し得る。
【０１４０】
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　[00169]いくつかの設計では、送信すること（ブロック２２０４）は、共通制御チャネ
ルでスケジューリング許可をブロードキャストすることを備え得る。
【０１４１】
　[00170]アクセスポイントはまた、第１のＴＸＯＰの間に、アクセス端末にスケジュー
リング許可を再送信し得る。たとえば、スケジューリング許可は、第１のＴＸＯＰの第１
のダウンリンクサブフレームにおいて送信され、第１のＴＸＯＰの第２のダウンリンクサ
ブフレームにおいて再送信され得る。スケジューリング許可はまた、さらに、第１のＴＸ
ＯＰのためにアップリンクリソースをアクセス端末に許可し得る。
【０１４２】
　[00171]図２３は、上記で説明された技法による通信の別の例示的な方法を示すフロー
図である。方法２３００は、たとえば、共有通信媒体上で動作するアクセス端末（たとえ
ば、図１に示されるアクセス端末１２０）によって実行され得る。一例として、通信媒体
は、ＬＴＥ技術デバイスとＷｉ－Ｆｉ技術デバイスとの間で共有される免許不要無線周波
数帯域上に１つまたは複数の時間、周波数、または空間リソースを含み得る。
【０１４３】
　[00172]図示のように、アクセス端末は、第１の持続時間にわたる第１のＴＸＯＰの間
に、アクセス端末による送信のためにアップリンクリソースを許可するスケジューリング
許可をアクセスポイントから受信し得る（ブロック２３０２）。アクセス端末は、第２の
持続時間にわたる第２のＴＸＯＰにおけるスケジューリング許可に対応するアップリンク
リソースを識別し得る（ブロック２３０４）。アクセス端末は、第２のＴＸＯＰの間に、
識別されたアップリンクリソースでアクセスポイントにアップリンクシグナリングを送信
し得る（ブロック２３０６）。
【０１４４】
　[00173]上記でより詳細に説明されたように、第１のＴＸＯＰおよび第２のＴＸＯＰは
、第１の持続時間と第２の持続時間との間に介在時間期間があるように時間的に不連続で
あり得る。さらに、アクセス端末は、介在時間期間のためにスケジュールされた任意のア
ップリンクサブフレームを無視し、許可されたアップリンクリソースを第２のＴＸＯＰの
間のアップリンクサブフレームに持ち越し得る。
【０１４５】
　[00174]いくつかの設計では、アクセス端末は、共通制御チャネルでスケジューリング
許可を受信し得る。アクセス端末はまた、第１のＴＸＯＰの間に、アクセスポイントから
スケジューリング許可の再送信を受信し得る。たとえば、スケジューリング許可は、第１
のＴＸＯＰの第１のダウンリンクサブフレームにおいて受信され、スケジューリング許可
の再送信は、第１のＴＸＯＰの第２のダウンリンクサブフレームにおいて受信され得る。
アクセス端末はまた、第１のＴＸＯＰにおけるスケジューリング許可に対応するアップリ
ンクリソースを識別し、第１のＴＸＯＰの間に、識別されたアップリンクリソースでアク
セスポイントにアップリンクシグナリングを送信し得る。
【０１４６】
　[00175]図２４は、上記で説明された技法による通信の別の例示的な方法を示すフロー
図である。方法２４００は、たとえば、共有通信媒体上で動作するアクセスポイント（た
とえば、図１に示されるアクセスポイント１１０）またはアクセス端末（たとえば、図１
に示されるアクセス端末１２０）によって実行され得る。一例として、通信媒体は、ＬＴ
Ｅ技術デバイスとＷｉ－Ｆｉ技術デバイスとの間で共有される免許不要無線周波数帯域上
に１つまたは複数の時間、周波数、または空間リソースを含み得る。
【０１４７】
　[00176]図示のように、アクセスポイントまたはアクセス端末は、一連のフレームおよ
びサブフレームを定義するＴＤＤフレーム構造に従って通信媒体で情報を受信し得る（ブ
ロック２４０２）。アクセスポイントまたはアクセス端末は、通信媒体で確認応答チャネ
ルを搬送するためのサブフレームリソースのセットを決定することができ、サブフレーム
リソースの決定されたセットがサブフレームのしきい値割合以下を占有する（ブロック２
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４０４）。アクセスポイントまたはアクセス端末は、サブフレームリソースの決定された
セットを介して確認応答チャネルで、受信された情報に関連する１つまたは複数の確認応
答メッセージを送信し得る（ブロック２４０６）。
【０１４８】
　[00177]上記でより詳細に説明されたように、サブフレームのしきい値割合は、たとえ
ば、２つ以下のＯＦＤＭシンボル期間を備え得る。サブフレームリソースの決定されたセ
ットはまた、ＯＦＤＭトーンの１つまたは複数のインターリーブされたブロックで周波数
において拡散され得る。別の例として、サブフレームのしきい値割合は、競合なしの時間
期間に対応し得る。競合なしの時間期間は、たとえば、ＴＤＤフレーム構造によって定義
されたフレームの持続時間の５％以下にわたり得る。
【０１４９】
　[00178]受信すること（ブロック２４０４）は、１つまたは複数のダウンリンクサブフ
レームの第１のグループ上で情報を受信することと、１つまたは複数のダウンリンクサブ
フレームの第２のグループ上で情報を受信することとを備えることができ、送信すること
（ブロック２４０６）は、１つまたは複数のダウンリンクサブフレームの第１のグループ
上で受信された情報に確認応答する確認応答メッセージを、第１のアップリンクサブフレ
ーム上で送信することと、１つまたは複数のダウンリンクサブフレームの第２のグループ
上で受信された情報と１つまたは複数のダウンリンクサブフレームの第１のグループ上で
受信された情報とに確認応答する確認応答メッセージを、第１のアップリンクサブフレー
ムの後の第２のアップリンクサブフレーム上で送信することとを備え得る。
【０１５０】
　[00179]アクセスポイントは、情報が第１のＴＸＯＰの間に正常に受信されていないと
決定すると、確認応答チャネルでアクセス端末に、情報に関連する肯定確認応答メッセー
ジを送信し、共通制御チャネルでアクセス端末にいかなる送信許可も送信するのを控える
ことができる。アクセスポイントは次いで、第２のＴＸＯＰの間に、情報の再送信を受信
し得る。第１のＴＸＯＰおよび第２のＴＸＯＰは、時間的に不連続であり得る。
【０１５１】
　[00180]図２５は、上記で説明された技法による通信の別の例示的な方法を示すフロー
図である。方法２５００は、たとえば、共有通信媒体上で動作するアクセスポイント（た
とえば、図１に示されるアクセスポイント１１０）によって実行され得る。一例として、
通信媒体は、ＬＴＥ技術デバイスとＷｉ－Ｆｉ技術デバイスとの間で共有される免許不要
無線周波数帯域上に１つまたは複数の時間、周波数、または空間リソースを含み得る。
【０１５２】
　[00181]図示のように、アクセスポイントは、ＴＤＤフレーム構造に従って通信媒体で
発見基準シグナリングの送信のための１つまたは複数のサブフレームを指定し得る（ブロ
ック２５０２）。アクセスポイントは、指定されたサブフレームの各々の間に発見基準シ
グナリングを送信し得、発見基準シグナリングがＰＳＳと、ＳＳＳと、ＣＲＳと、ＣＳＩ
－ＲＳと、ＭＩＢ信号と、ＳＩＢ信号とを備える（ブロック２５０４）。
【０１５３】
　[00182]上記でより詳細に説明されたように、指定されたサブフレームは、周期的に発
生するようにスケジュールされ得る。たとえば、指定されたサブフレームは、ＴＤＤフレ
ーム構造の各フレームの間に１回発生するようにスケジュールされ得る。
【０１５４】
　[00183]いくつかの設計では、アクセスポイントは、発見基準シグナリングのために積
極的な競合周期性を設定し、指定されたサブフレームの各々のために、積極的な競合周期
性に関係するサブフレームのタイミングに基づいて、１つまたは複数の競合パラメータを
選択し得る。アクセスポイントは、指定されたサブフレームの各々のために、サブフレー
ムのために選択された１つまたは複数の競合パラメータに基づいて、通信媒体へのアクセ
スを求めて競合し、競合に基づいて、指定されたサブフレームの各々の間に発見基準シグ
ナリングを選択的に送信し得る。１つまたは複数の競合パラメータは、たとえば、バック
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オフしきい値、競合ウィンドウサイズ、またはそれらの組合せを備え得る。ここで、積極
的な競合周期性とアラインするサブフレームの場合には、積極的な競合周期性とアライン
しないサブフレームの場合よりも高いバックオフしきい値が選択されること、積極的な競
合周期性とアラインするサブフレームの場合には、積極的な競合周期性とアラインしない
サブフレームの場合よりも短い競合ウィンドウが選択されること、またはそれらの組合せ
がある。
【０１５５】
　[00184]いくつかの設計では、ＳＳＳは、指定された各サブフレームの間に少なくとも
２回、およびいくつかの場合には指定された各サブフレームの間に３回以上送信されるよ
うに構成された強化型ＳＳＳを備え得る。
【０１５６】
　[00185]一般性のために、アクセスポイント１１０およびアクセス端末１２０は図１に
おいて、それぞれ媒体アクセスマネージャ１１２および媒体アクセスマネージャ１２２を
含むものとして関連部分においてのみ示されている。しかしながら、アクセスポイント１
１０およびアクセス端末１２０は、本明細書で説明される競合技法を提供またはさもなけ
ればサポートするように様々な方法で構成され得ることが諒解されよう。
【０１５７】
　[00186]図２６は、１次ＲＡＴシステム１００のアクセスポイント１１０およびアクセ
ス端末１２０の例示的なコンポーネントをより詳細に示すデバイスレベル図である。図示
のように、アクセスポイント１１０およびアクセス端末１２０は、それぞれ一般に、少な
くとも１つの指定されたＲＡＴを介して他のワイヤレスノードと通信するための（通信デ
バイス２６３０および２６５０によって表される）ワイヤレス通信デバイスを含み得る。
通信デバイス２６３０および２６５０は、指定されたＲＡＴに従って信号（たとえば、メ
ッセージ、インジケーション、情報、パイロットなど）を送信および符号化するように、
また逆に信号を受信し復号するように様々に構成され得る。
【０１５８】
　[00187]通信デバイス２６３０および２６５０は、たとえば、それぞれの１次ＲＡＴト
ランシーバ２６３２および２６５２、ならびにいくつかの設計では、（たとえば、競合Ｒ
ＡＴシステム１５０によって利用されるＲＡＴに対応する）それぞれ、（随意の）コロケ
ートされた２次ＲＡＴトランシーバ２６３４および２６５４などの、１つまたは複数のト
ランシーバを含み得る。本明細書で使用される「トランシーバ」は、送信機回路、受信機
回路、またはそれらの組合せを含み得るが、すべての設計において送信機能と受信機能の
両方を提供する必要はない。たとえば、いくつかの設計では、完全な通信を提供すること
が必要ではないときにコストを減らすために、低機能受信機回路（たとえば、低レベルの
スニッフィング（sniffing）のみを提供する無線チップまたは同様の回路）が利用され得
る。さらに、本明細書で使用される「コロケートされる」（たとえば、無線機、アクセス
ポイント、トランシーバなど）という用語は、様々な配置のうちの１つを指し得る。たと
えば、同じハウジングにあるコンポーネント、同じプロセッサによってホストされるコン
ポーネント、互いに定められた距離の範囲内にあるコンポーネント、および／またはイン
ターフェース（たとえば、イーサネット（登録商標）スイッチ）を介して接続される、任
意の必要な間通信（たとえば、メッセージング）のレイテンシ要件をインターフェースが
満たす、コンポーネントである。
【０１５９】
　[00188]アクセスポイント１１０およびアクセス端末１２０はまた、それぞれ一般に、
それらのそれぞれの通信デバイス２６３０おおび２６５０の動作を制御する（たとえば、
方向付ける、修正する、有効化する、無効化する、など）ための（通信コントローラ２６
４０および２６６０によって表される）通信コントローラを含み得る。通信コントローラ
２６４０および２６６０は、１つまたは複数のプロセッサ２６４２および２６６２と、そ
れぞれプロセッサ２６４２および２６６２に結合された１つまたは複数のメモリ２６４４
および２６６４とを含み得る。メモリ２６４４および２６６４は、オンボードキャッシュ
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メモリ、別個のコンポーネント、組合せなどのいずれかとして、データ、命令、またはそ
れらの組合せを記憶するように構成され得る。プロセッサ２６４２および２６６２ならび
にメモリ２６４４および２６６４は、スタンドアロン通信コンポーネントであり得、また
はアクセスポイント１１０およびアクセス端末１２０のそれぞれのホストシステム機能の
一部であり得る。
【０１６０】
　[00189]媒体アクセスマネージャ１１２および媒体アクセスマネージャ１２２が異なる
方法で実装され得ることが諒解されよう。いくつかの設計では、それらに関連する機能の
一部または全部は、少なくとも１つのプロセッサ（たとえば、プロセッサ２６４２のうち
の１つもしくは複数および／またはプロセッサ２６６２のうちの１つもしくは複数）なら
びに少なくとも１つのメモリ（たとえば、メモリ２６４４のうちの１つもしくは複数およ
び／またはメモリ２６６４のうちの１つもしくは複数）によって実装されるか、あるいは
さもなければそれらの指示によるものであり得る。他の設計では、それらに関連する機能
の一部または全部は、一連の相互に関係する機能モジュールとして実装され得る。
【０１６１】
　[00190]図２７は、一連の相互に関係する機能モジュールとして表される媒体アクセス
マネージャ１１２および／または媒体アクセスマネージャ１２２を実装するための例示的
な装置を示す。図示の例では、装置２７００は、競合するためのモジュール２７０２と、
送信するためのモジュール２７０４と、競合するためのモジュール２７０６と、受信する
ためのモジュール２７０８とを含む。
【０１６２】
　[00191]競合するためのモジュール２７０２は、第１の持続時間にわたる第１のＴＸＯ
Ｐのために通信媒体へのアクセスを求めて競合するように構成され得る。送信するための
モジュール２７０４は、第１のＴＸＯＰの間にアクセス端末に、第２の持続時間にわたる
第２のＴＸＯＰのためにアップリンクリソースをアクセス端末に許可するスケジューリン
グ許可を送信するように構成され得る。競合するためのモジュール２７０６は、第２のＴ
ＸＯＰのために通信媒体へのアクセスを求めて競合するように構成され得る。受信するた
めのモジュール２７０８は、第２のＴＸＯＰの間に、許可されたアップリンクリソースで
アクセス端末からアップリンクシグナリングを受信するように構成され得る。
【０１６３】
　[00192]図２８は、一連の相互に関係する機能モジュールとして表される媒体アクセス
マネージャ１２２を実装するための別の例示的な装置を示す。図示の例では、装置２８０
０は、受信するためのモジュール２８０２と、識別するためのモジュール２８０４と、送
信するためのモジュール２８０６とを含む。
【０１６４】
　[00193]受信するためのモジュール２８０２は、第１の持続時間にわたる第１のＴＸＯ
Ｐの間に、アクセス端末による送信のためにアップリンクリソースを許可するスケジュー
リング許可をアクセスポイントから受信するように構成され得る。識別するためのモジュ
ール２８０４は、第２の持続時間にわたる第２のＴＸＯＰにおけるスケジューリング許可
に対応するアップリンクリソースを識別するように構成され得る。送信するためのモジュ
ール２８０６は、第２のＴＸＯＰの間に、識別されたアップリンクリソースでアクセスポ
イントにアップリンクシグナリングを送信するように構成され得る。
【０１６５】
　[00194]図２９は、一連の相互に関係する機能モジュールとして表される媒体アクセス
マネージャ１１２および／または媒体アクセスマネージャ１２２を実装するための別の例
示的な装置を示す。図示の例では、装置２９００は、受信するためのモジュール２９０２
と、決定するためのモジュール２９０４と、送信するためのモジュール２９０６とを含む
。
【０１６６】
　[00195]受信するためのモジュール２９０２は、一連のフレームおよびサブフレームを
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定義するＴＤＤフレーム構造に従って通信媒体で情報を受信するように構成され得る。決
定するためのモジュール２９０４は、通信媒体で確認応答チャネルを搬送するためのサブ
フレームリソースのセットを決定するように構成され得、サブフレームリソースの決定さ
れたセットがサブフレームのしきい値割合以下を占有する。送信するためのモジュール２
９０６は、サブフレームリソースの決定されたセットを介して確認応答チャネルで、受信
された情報に関連する１つまたは複数の確認応答メッセージを送信するように構成され得
る。
【０１６７】
　[00196]図３０は、一連の相互に関係する機能モジュールとして表される媒体アクセス
マネージャ１１２を実装するための別の例示的な装置を示す。図示の例では、装置３００
０は、指定するためのモジュール３００２と、送信するためのモジュール３００４とを含
む。
【０１６８】
　[00197]指定するためのモジュール３００２は、ＴＤＤフレーム構造に従って通信媒体
で発見基準シグナリングの送信のための１つまたは複数のサブフレームを指定するように
構成され得る。送信するためのモジュール３００４は、指定されたサブフレームの各々の
間に発見基準シグナリングを送信するように構成され得、発見基準シグナリングがＰＳＳ
と、ＳＳＳと、ＣＲＳと、ＣＳＩ－ＲＳと、ＭＩＢ信号と、ＳＩＢ信号とを備える。
【０１６９】
　[00198]図２７～図３０のモジュールの機能は、本明細書の教示に一致する様々な方法
で実装され得る。いくつかの設計では、これらのモジュールの機能は、１つまたは複数の
電気的コンポーネントとして実装され得る。いくつかの設計では、これらのブロックの機
能は、１つまたは複数のプロセッサコンポーネントを含む処理システムとして実装され得
る。いくつかの設計では、これらのモジュールの機能は、たとえば、１つまたは複数の集
積回路（たとえば、ＡＳＩＣ）の少なくとも一部分を使用して実装され得る。本明細書に
おいて論じられるように、集積回路は、プロセッサ、ソフトウェア、他の関係するコンポ
ーネント、またはそれらの何らかの組合せを含み得る。したがって、異なるモジュールの
機能は、たとえば、集積回路の異なるサブセットとして、ソフトウェアモジュールのセッ
トの異なるサブセットとして、またはそれらの組合せとして実装され得る。また、（たと
えば、集積回路のおよび／またはソフトウェアモジュールのセットの）所与のサブセット
は、機能の少なくとも一部分を２つ以上のモジュールに与え得ることが諒解されよう。
【０１７０】
　[00199]さらに、図２７～図３０によって表されるコンポーネントおよび機能ならびに
本明細書で説明される他のコンポーネントおよび機能は、任意の適切な手段を使用して実
装され得る。そのような手段はまた、少なくとも部分的に、本明細書で教示される対応す
る構造を使用して実装され得る。たとえば、図２７～図３０のコンポーネント「のための
モジュール」に関連して上記で説明されたコンポーネントは、同様に指定された機能「の
ための手段」に対応することもある。したがって、いくつかの態様では、そのような手段
のうちの１つまたは複数は、アルゴリズムを含む、本明細書で教示されるプロセッサコン
ポーネント、集積回路、または他の適切な構造のうちの１つまたは複数を使用して実装さ
れ得る。当業者は本開示において、上記で説明された文章において、また擬似コードによ
って表され得るアクションのシーケンスにおいて表されるアルゴリズムを認識されよう。
たとえば、図２７～図３０によって表されるコンポーネントおよび機能は、ＬＯＡＤ演算
、ＣＯＭＰＡＲＥ演算、ＲＥＴＵＲＮ演算、ＩＦ－ＴＨＥＮ－ＥＬＳＥループなどを実行
するためのコードを含み得る。
【０１７１】
　[00200]本明細書における「第１」、「第２」などの指定を使用した要素への任意の言
及は、それらの要素の数量または順序を全般的に限定するものでないことを理解されたい
。そうではなく、これらの指定は、本明細書で、２つ以上の要素または要素のインスタン
スの間で区別する便利な方法として使用され得る。したがって、第１および第２の要素へ
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の言及は、そこで２つの要素のみが用いられ得ること、または第１の要素が何らかの方法
で第２の要素に先行しなければならないことを意味するものではない。また、別段に記載
されていない限り、要素のセットは１つまたは複数の要素を備え得る。さらに、明細書ま
たは特許請求の範囲において使用される「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」ま
たは「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの１つまたは複数」または「Ａ、Ｂ、およびＣからなるグ
ループのうちの少なくとも１つ」という形式の用語は、「ＡまたはＢまたはＣあるいはこ
れらの要素の任意の組合せ」を意味する。たとえば、この用語は、Ａ、またはＢ、または
Ｃ、またはＡおよびＢ、またはＡおよびＣ、またはＡおよびＢおよびＣ、または２Ａ、ま
たは２Ｂ、または２Ｃなどを含み得る。
【０１７２】
　[00201]上記の記述および説明に鑑みて、本明細書で開示される態様に関して説明され
た様々な例示的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電
子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両方の組合せとして実装され得るこ
とを、当業者は諒解されよう。ハードウェアとソフトウェアとのこの互換性を明瞭に示す
ために、様々な例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップ
は、上記では全般的にその機能に関して説明された。そのような機能がハードウェアとし
て実装されるか、ソフトウェアとして実装されるかは、特定の適用例および全体的なシス
テムに課された設計制約に依存する。当業者は、説明された機能を特定の適用例ごとに様
々な方法で実装し得るが、そのような実装決定が、本開示の範囲からの逸脱を引き起こす
と解釈されるべきではない。
【０１７３】
　[00202]したがって、たとえば、装置または装置の任意のコンポーネントは、本明細書
で教示される機能を与えるように構成され得る（またはそのように動作可能になるかもし
くは適応され得る）ことが諒解されよう。これは、たとえば、その機能を与えるように装
置もしくはコンポーネントを製造する（たとえば、作製する）ことによって、その機能を
与えるように装置もしくはコンポーネントをプログラムすることによって、または何らか
の他の適切な実装技法の使用によって、達成され得る。一例として、集積回路は、必須の
機能を与えるために作製され得る。別の例として、集積回路は、必須の機能をサポートす
るために作製され、次いで、必須の機能を与えるように（たとえば、プログラミングによ
って）構成され得る。また別の例として、プロセッサ回路は、必須の機能を与えるための
コードを実行し得る。
【０１７４】
　[00203]その上、本明細書で開示される態様に関して説明された方法、シーケンス、お
よび／またはアルゴリズムは、ハードウェアで直接具現化されるか、プロセッサによって
実行されるソフトウェアモジュールで具現化されるか、またはそれらの２つの組合せで具
現化され得る。ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フラッ
シュメモリ、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、消去可能プログラマブル読取り専用メモリ（
ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ（登録商
標））、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当技
術分野で知られている任意の他の形態の一時的もしくは非一時的記憶媒体中に常駐し得る
。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書
き込むことができるように、プロセッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッ
サ（たとえば、キャッシュメモリ）に一体化され得る。
【０１７５】
　[00204]したがって、たとえば、本開示のいくつかの態様が、通信のための方法を具現
化している一時的または非一時的コンピュータ可読媒体を含み得ることも諒解されよう。
【０１７６】
　[00205]上述の開示は、様々な例示的な態様を示すが、様々な変更および修正が、添付
の特許請求の範囲によって定義される範囲から逸脱することなく、示された例に対して行
われ得ることに留意されたい。本開示は、具体的に示された例のみに限定されることは意
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図されていない。たとえば、別段に記載されていない限り、本明細書で説明された本開示
の態様による方法クレームの機能、ステップおよび／またはアクションは、特定の順序で
実行されなくてもよい。さらに、いくつかの態様は、単数形で説明または特許請求されて
いることがあるが、単数形に限定することが明示的に述べられていない限り、複数形が企
図される。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　第１の持続時間にわたる第１の送信機会（ＴＸＯＰ）のために通信媒体へのアクセスを
求めて競合することと、
　前記第１のＴＸＯＰの間にアクセス端末に、第２の持続時間にわたる第２のＴＸＯＰの
ためにアップリンクリソースを前記アクセス端末に許可するスケジューリング許可を送信
することと、
　前記第２のＴＸＯＰのために前記通信媒体へのアクセスを求めて競合することと、
　前記第２のＴＸＯＰの間に、前記許可されたアップリンクリソースで前記アクセス端末
からアップリンクシグナリングを受信することと
を備える、通信方法。
［Ｃ２］
　前記第１のＴＸＯＰおよび前記第２のＴＸＯＰは、前記第１の持続時間と前記第２の持
続時間との間に介在時間期間があるように時間的に不連続である、［Ｃ１］に記載の方法
。
［Ｃ３］
　前記スケジューリング許可は、前記介在時間期間のためにスケジュールされた任意のア
ップリンクサブフレームを無視し、前記許可されたアップリンクリソースを前記第２のＴ
ＸＯＰの間のアップリンクサブフレームに持ち越すように、前記アクセス端末を構成する
、［Ｃ２］に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記第１のＴＸＯＰ、前記第２のＴＸＯＰ、または両方のために前記通信媒体を予約す
るチャネル予約メッセージを送信することをさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記送信することは、共通制御チャネルで前記スケジューリング許可をブロードキャス
トすることを備える、［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記第１のＴＸＯＰの間に、前記アクセス端末に前記スケジューリング許可を再送信す
ることをさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記スケジューリング許可は、前記第１のＴＸＯＰの第１のダウンリンクサブフレーム
において送信され、前記第１のＴＸＯＰの第２のダウンリンクサブフレームにおいて再送
信される、［Ｃ６］に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記スケジューリング許可はさらに、前記第１のＴＸＯＰのためにアップリンクリソー
スを前記アクセス端末に許可する、［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ９］
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合された少なくとも１つのメモリと、前記少なく
とも１つのプロセッサおよび前記少なくとも１つのメモリが、第１の持続時間にわたる第
１の送信機会（ＴＸＯＰ）のために通信媒体へのアクセスを求めて競合するように構成さ
れ、
　前記第１のＴＸＯＰの間にアクセス端末に、第２の持続時間にわたる第２のＴＸＯＰの
ためにアップリンクリソースを前記アクセス端末に許可するスケジューリング許可を送信
するように構成された少なくとも１つのトランシーバと
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を備える、通信装置であって、
　前記少なくとも１つのプロセッサおよび前記少なくとも１つのメモリは、前記第２のＴ
ＸＯＰのために前記通信媒体へのアクセスを求めて競合するようにさらに構成され、
　前記少なくとも１つのトランシーバは、前記第２のＴＸＯＰの間に、前記許可されたア
ップリンクリソースで前記アクセス端末からアップリンクシグナリングを受信するように
さらに構成される、通信装置。
［Ｃ１０］
　前記第１のＴＸＯＰおよび前記第２のＴＸＯＰは、前記第１の持続時間と前記第２の持
続時間との間に介在時間期間があるように時間的に不連続である、［Ｃ９］に記載の装置
。
［Ｃ１１］
　前記スケジューリング許可は、前記介在時間期間のためにスケジュールされた任意のア
ップリンクサブフレームを無視し、前記許可されたアップリンクリソースを前記第２のＴ
ＸＯＰの間のアップリンクサブフレームに持ち越すように、前記アクセス端末を構成する
、［Ｃ１０］に記載の装置。
［Ｃ１２］
　前記少なくとも１つのトランシーバは、前記第１のＴＸＯＰ、前記第２のＴＸＯＰ、ま
たは両方のために前記通信媒体を予約するチャネル予約メッセージを送信するようにさら
に構成される、［Ｃ１１］に記載の装置。
［Ｃ１３］
　前記少なくとも１つのトランシーバは、共通制御チャネルで前記スケジューリング許可
をブロードキャストするようにさらに構成される、［Ｃ９］に記載の装置。
［Ｃ１４］
　前記少なくとも１つのトランシーバは、前記第１のＴＸＯＰの間に、前記アクセス端末
に前記スケジューリング許可を再送信するようにさらに構成される、［Ｃ９］に記載の装
置。
［Ｃ１５］
　前記少なくとも１つのトランシーバは、前記第１のＴＸＯＰの第１のダウンリンクサブ
フレームにおいて前記スケジューリング許可を送信し、前記第１のＴＸＯＰの第２のダウ
ンリンクサブフレームにおいて前記スケジューリング許可を再送信するようにさらに構成
される、［Ｃ１４］に記載の装置。
［Ｃ１６］
　前記スケジューリング許可はさらに、前記第１のＴＸＯＰのためにアップリンクリソー
スを前記アクセス端末に許可する、［Ｃ９］に記載の装置。
［Ｃ１７］
　第１の持続時間にわたる第１の送信機会（ＴＸＯＰ）の間に、アクセス端末による送信
のためにアップリンクリソースを許可するスケジューリング許可をアクセスポイントから
受信することと、
　第２の持続時間にわたる第２のＴＸＯＰにおける前記スケジューリング許可に対応する
アップリンクリソースを識別することと、
　前記第２のＴＸＯＰの間に、前記識別されたアップリンクリソースで前記アクセスポイ
ントにアップリンクシグナリングを送信することと
を備える、通信方法。
［Ｃ１８］
　前記第１のＴＸＯＰおよび前記第２のＴＸＯＰは、前記第１の持続時間と前記第２の持
続時間との間に介在時間期間があるように時間的に不連続である、［Ｃ１７］に記載の方
法。
［Ｃ１９］
　前記介在時間期間のためにスケジュールされた任意のアップリンクサブフレームを無視
することと、
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　前記許可されたアップリンクリソースを前記第２のＴＸＯＰの間のアップリンクサブフ
レームに持ち越すことと
をさらに備える、［Ｃ１８］に記載の方法。
［Ｃ２０］
　前記受信することは、共通制御チャネルで前記スケジューリング許可を受信することを
備える、［Ｃ１７］に記載の方法。
［Ｃ２１］
　前記第１のＴＸＯＰの間に、前記アクセス端末から前記スケジューリング許可の再送信
を受信することをさらに備える、［Ｃ１７］に記載の方法。
［Ｃ２２］
　前記スケジューリング許可は、前記第１のＴＸＯＰの第１のダウンリンクサブフレーム
において受信され、前記スケジューリング許可の前記再送信は、前記第１のＴＸＯＰの第
２のダウンリンクサブフレームにおいて受信される、［Ｃ２１］に記載の方法。
［Ｃ２３］
　前記第１のＴＸＯＰにおける前記スケジューリング許可に対応するアップリンクリソー
スを識別することと、
　前記第１のＴＸＯＰの間に、前記識別されたアップリンクリソースで前記アクセスポイ
ントにアップリンクシグナリングを送信することと
をさらに備える、［Ｃ１７］に記載の方法。
［Ｃ２４］
　第１の持続時間にわたる第１の送信機会（ＴＸＯＰ）の間に、アクセス端末による送信
のためにアップリンクリソースを許可するスケジューリング許可をアクセスポイントから
受信するように構成された少なくとも１つのトランシーバと、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合された少なくとも１つのメモリと、
を備える、通信装置であって、前記少なくとも１つのプロセッサおよび前記少なくとも１
つのメモリが、第２の持続時間にわたる第２のＴＸＯＰにおける前記スケジューリング許
可に対応するアップリンクリソースを識別するように構成され、
　前記少なくとも１つのトランシーバは、前記第２のＴＸＯＰの間に、前記識別されたア
ップリンクリソースで前記アクセスポイントにアップリンクシグナリングを送信するよう
にさらに構成される、通信装置。
［Ｃ２５］
　前記第１のＴＸＯＰおよび前記第２のＴＸＯＰは、前記第１の持続時間と前記第２の持
続時間との間に介在時間期間があるように時間的に不連続である、［Ｃ２４］に記載の装
置。
［Ｃ２６］
　前記少なくとも１つのプロセッサおよび前記少なくとも１つのメモリは、
　前記介在時間期間のためにスケジュールされた任意のアップリンクサブフレームを無視
し、
　前記許可されたアップリンクリソースを前記第２のＴＸＯＰの間のアップリンクサブフ
レームに持ち越す
ようにさらに構成される、［Ｃ２５］に記載の装置。
［Ｃ２７］
　前記少なくとも１つのトランシーバは、共通制御チャネルで前記スケジューリング許可
を受信するようにさらに構成される、［Ｃ２４］に記載の装置。
［Ｃ２８］
　前記少なくとも１つのトランシーバは、前記第１のＴＸＯＰの間に、前記アクセスポイ
ントから前記スケジューリング許可の再送信を受信するようにさらに構成される、［Ｃ２
４］に記載の装置。
［Ｃ２９］
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　前記少なくとも１つのトランシーバは、前記第１のＴＸＯＰの第１のダウンリンクサブ
フレームにおいて前記スケジューリング許可を受信し、前記第１のＴＸＯＰの第２のダウ
ンリンクサブフレームにおいて前記スケジューリング許可の前記再送信を受信するように
さらに構成される、［Ｃ２８］に記載の装置。
［Ｃ３０］
　前記少なくとも１つのプロセッサおよび前記少なくとも１つのメモリは、前記第１のＴ
ＸＯＰにおける前記スケジューリング許可に対応するアップリンクリソースを識別するよ
うにさらに構成され、
　前記少なくとも１つのトランシーバは、前記第１のＴＸＯＰの間に、前記識別されたア
ップリンクリソースで前記アクセスポイントにアップリンクシグナリングを送信するよう
にさらに構成される、［Ｃ２４］に記載の装置。
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